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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

回次 第51期中 第52期中 第53期中 第51期 第52期 

会計期間 

自平成17年 
４月１日 

至平成17年 
９月30日 

自平成18年 
４月１日 

至平成18年 
９月30日 

自平成19年 
４月１日 

至平成19年 
９月30日 

自平成17年 
４月１日 

至平成18年 
３月31日 

自平成18年 
４月１日 

至平成19年 
３月31日 

(1）連結経営指標等            

売上高 （百万円） 42,018 31,538 52,557 150,105 143,809 

経常利益 （百万円） 2,418 2,513 1,779 12,632 16,161 

中間（当期）純利益 （百万円） 2,540 1,805 1,246 13,279 11,885 

純資産額 （百万円） 12,014 23,134 27,676 22,801 33,179 

総資産額 （百万円） 207,329 217,673 240,280 264,234 250,509 

１株当たり純資産額 （円） △275.32 △177.22 △93.91 △186.70 △94.20 

１株当たり中間（当期）

純利益 
（円） 17.41 8.85 5.16 105.62 92.20 

潜在株式調整後１株当た

り中間（当期）純利益 
（円） 7.92 6.84 4.55 50.28 45.01 

自己資本比率 （％） 5.8 10.6 11.5 8.6 13.2 

営業活動によるキャッシ

ュ・フロー 
（百万円） △52,473 △47,786 △54,296 △17,411 733 

投資活動によるキャッシ

ュ・フロー 
（百万円） 2,840 △324 △169 3,010 100 

財務活動によるキャッシ

ュ・フロー 
（百万円） 47,853 △23,956 24,891 72,390 △38,973 

現金及び現金同等物の中

間期末（期末）残高 
（百万円） 34,120 21,820 26,175 93,888 55,749 

従業員数 （人） 963 1,017 1,092 951 1,012 

 （注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２．第52期中より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号）及び「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号）を適用してお

ります。 

 



 （注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２．第52期中より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号）及び「貸借対 

照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号）を適用してお 

ります。 

回次 第51期中 第52期中 第53期中 第51期 第52期 

会計期間 

自平成17年 
４月１日 

至平成17年 
９月30日 

自平成18年 
４月１日 

至平成18年 
９月30日 

自平成19年 
４月１日 

至平成19年 
９月30日 

自平成17年 
４月１日 

至平成18年 
３月31日 

自平成18年 
４月１日 

至平成19年 
３月31日 

(2）提出会社の経営指標等          

売上高 （百万円） 37,943 27,661 47,476 140,596 134,705 

経常利益 （百万円） 2,065 2,161 1,488 11,442 14,822 

中間（当期）純利益 （百万円） 2,002 1,525 1,028 11,797 10,874 

資本金 （百万円） 12,641 12,641 12,641 12,641 12,641 

発行済株式総数            

普通株式 （千株） 111,258 111,258 111,258 111,258 111,258 

優先株式 （千株） 70,000 70,000 62,390 70,000 70,000 

純資産額 （百万円） 14,083 23,875 27,466 23,926 33,187 

総資産額 （百万円） 205,403 215,807 236,911 260,916 247,180 

１株当たり純資産額 （円） △256.71 △170.55 △95.80 △176.57 △94.13 

１株当たり配当額          

普通株式 （円） ─ ─ ─ ─ 3.00 

Ａ種優先株式 （円） ─ ─ ─ 6.62 8.05 

Ｂ種優先株式 （円） ─ ─ ─ 6.62 8.05 

Ｃ種優先株式 （円） ─ ─ ─ 6.62 8.05 

Ｄ種優先株式 （円） ─ ─ ─ 6.62 8.05 

Ｅ種優先株式 （円） ─ ─ ─ 60.62 62.05 

１株当たり中間（当期）

純利益 
（円） 12.57 6.33 3.20 92.28 83.09 

潜在株式調整後１株当た

り中間（当期）純利益 
（円） 6.25 5.77 3.75 44.67 41.18 

自己資本比率 （％） 6.9 11.1 11.6 9.2 13.4 

従業員数 （人） 610 641 669 591 629 



２【事業の内容】 

 当中間連結会計期間において、当社グループ（当社および当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変

更はありません。また、主要な関係会社の異動はありません。 

３【関係会社の状況】 

 当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注） 従業員数は就業人員であります。 

(2）提出会社の状況 

 （注） 従業員数は就業人員であります。 

(3）労働組合の状況 

 労働組合は結成されておりません。 

  平成19年９月30日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（人） 

不動産販売事業 605 

仲介事業 210 

その他事業 212 

全社（共通） 65 

合計 1,092 

  平成19年９月30日現在

従業員数（人） 669 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

 当中間連結会計期間は、主力のマンション事業において、引渡し時期の平準化を推進したことにより売上計上戸

数が増加。また、仲介事業においても損益が改善、連結売上高、連結営業利益ともに前年同期比で増加となりまし

た。しかしながら、支払利息の増加、受取配当金の減少により、連結経常利益、連結中間純利益ともに前年同期比

で減少となりました。 

 当中間連結会計期間のグループ業績は、連結売上高52,557百万円（前年同期比66.6％増）、連結営業利益3,317

百万円（前年同期比12.0％増）、連結経常利益1,779百万円（前年同期比29.2％減）、連結中間純利益1,246百万円

（前年同期比30.9％減）となりました。 

 なお、当社グループでは中間配当制度は採用しておりません。 

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

①不動産販売事業 

 当中間連結会計期間のマンション売上計上戸数は引渡し時期の平準化を推進した結果1,234戸(前年同期比465

戸増)となりました。マンション事業の通期売上計上予定戸数4,600戸に対して、契約済戸数は3,400戸(前年同期

比148戸減)で、73.9％の進捗となっております。 

 この結果、当セグメントの業績は売上高46,615百万円（前年同期比79.1％増）、営業利益2,801百万円（前年

同期比18.4％増）となりました。なお、平成19年9月末のマンション未契約完成在庫は64戸（前年同期比12戸

減）となっております。 

②仲介事業 

 当セグメントにおきましては、藤和不動産流通サービス株式会社の関西地区における新規出店（大阪千里・神

戸三宮）等の営業力強化の取組みにより、一般仲介・賃貸ともに順調に推移いたしました。 

 その結果、当セグメントの業績は売上高2,666百万円（前年同期比41.5％増）、営業利益376百万円（前年同期

比15.6％増）となりました。 

③その他事業 

 当セグメントにおきましては、レジャー部門は順調に推移した一方で、マンション企画の業務受託料が減少し

たことにより、売上高3,348百万円（前年同期比9.7％減）、営業利益162百万円（前年同期比46.9％減）となり

ました。 

(2）キャッシュ・フロー 

 当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、主にマンション事業用地の仕入を推進したことによ

る販売用不動産の増加および仕入債務の減少により54,296百万円のネット支払額（前年同期は47,786百万円のネット

支払額）となりました。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、主に固定資産の取得により169百万円のネット支払額（前年同期は324百万

円のネット支払額）となりました。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、主に借入金の調達および社債の発行により24,891百万円のネット収入額

（前年同期は23,956百万円のネット支払額）となりました。 

 以上の結果、現金及び現金同等物は、期首から29,574百万円減少し、26,175百万円となりました。 



２【生産、受注及び販売の状況】 

 当社グループにおける販売品目は受注生産形態をとらない品目がほとんどであり、生産規模および受注規模を金額

あるいは数量で示すことは行っておりません。 

 販売の状況を事業のセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．セグメント間の取引については相殺消去をしております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 なお、中高層住宅売上高は、上半期と下半期が平均しておらず、最近３年間を示すと、次のとおりであります。 

 また、参考として当社の中高層住宅（マンション分譲事業）における用地仕入、新規供給、期中契約、手持契約済

を戸数ベースで示すと、次のとおりであります。 

 
当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

  売上高（百万円） 前年同期比（％） 

不動産販売事業    

中高層住宅 44,928 184.6 

その他 1,687 100.2 

仲介事業 2,609 143.8 

その他事業 3,332 90.1 

合計 52,557 166.6 

区分 

中高層住宅売上高 

１年通期（百万円） 
（Ａ） 

上半期（百万円） 
（Ｂ） 

（Ｂ）／（Ａ）（％） 

第50期 157,302 28,086 17.9 

第51期 131,756 32,793 24.9 

第52期 129,055 24,340 18.9 

第53期 － 44,928 － 

 
当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

  戸数（戸） 前年同期比較増減（戸） 

用地仕入 4,277 1,564 

新規供給 1,509 △298 

期中契約 1,471 △308 

手持契約済 2,245 △866 



３【対処すべき課題】 

 当社は、平成１６年１２月に三菱地所株式会社との『戦略的パートナーシップの構築』を決定し、平成１７年３月

に平成１７年度を初年度とする「新事業計画」を策定いたしました。当社は、「新事業計画」に定める３ヵ年を業界

の主要プレイヤーとしての生き残りを確実にする「足場固めの期間」、「マーケットリーダーへの準備段階」と位置

付けており、「マンション事業における安定収益の確保」を基本方針として三菱地所との戦略的パートナーシップに

基づく事業シナジーの発揮と競争力の維持ならびに強化に取り組むとともに、「新事業計画」を推進することにより

早期に自己資本の拡充を図ってまいります。 

 また、平成１７年度・平成１８年度の２期連続で新事業計画を上回る利益を計上し、今後の収益見通しも安定して

いることから、引き続き平成１７年３月に発行いたしましたＥ種優先株式の早期償還など、更なる財務内容の改善を

図ってまいります。 

４【経営上の重要な契約等】 

 当中間連結会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約等はありません。 

５【研究開発活動】 

 該当事項はありません。 



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

 当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更はあ

りません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

 （注）１ 普通株式は完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 

 （注）２ Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ種の優先株式は現物出資（借入金の株式化）によって発行されたものであります。 

 （注）３ 優先株式の内容は次のとおりであります。 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 655,000,000 

Ａ種優先株式 8,333,000 

Ｂ種優先株式 8,333,000 

Ｃ種優先株式 16,667,000 

Ｄ種優先株式 16,667,000 

Ｅ種優先株式 20,000,000 

計 725,000,000 

種類 
中間会計期間末現在発行
数（株） 
（平成19年９月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成19年12月13日） 

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引
業協会名 

内容 

普通株式 111,258,791 同左 東京証券取引所第一部 （注）１ 

Ａ種優先株式 8,333,000 同左 非上場・非登録 

（注）２ 

（注）３ 

Ｂ種優先株式 8,333,000 同左 非上場・非登録 

Ｃ種優先株式 16,667,000 同左 非上場・非登録 

Ｄ種優先株式 16,667,000 同左 非上場・非登録 

Ｅ種優先株式 12,390,000 同左 非上場・非登録 

計 173,648,791 同左 ─ ─ 

項目 Ａ種優先株式 Ｂ種優先株式 Ｃ種優先株式 Ｄ種優先株式 

発行株式数（株） 8,333,000 8,333,000 16,667,000 16,667,000 

発行価額 １株当たり600円 

発行価額中資本に組入れな

い額 
１株当たり300円 

１株あ

たりの

優先配

当 

計算方法 優先配当金の額は、発行価額（600円）にそれぞれの事業年度ごとに下記の配当年率を乗

じて算出した額とする。優先配当金は、円位未満小数第４位まで算出し、その小数第４

位を四捨五入する。 

  配当年率＝日本円ＴＩＢＯＲ（６ヶ月物）＋1.00％ 

上限 年60円 

累積条項 非累積型 

参加条項 非参加型 

優先中間配当 なし 

 



項目 Ａ種優先株式 Ｂ種優先株式 Ｃ種優先株式 Ｄ種優先株式 

償還（取得と引換えに金銭

を交付することをいう。以

下同じ。）請求権 

償還請求権を有しない。 Ｄ種優先株式を有す

る株主は、当社に対

し、平成35年以降、

毎年７月１日から７

月31日までの期間に

おいて、Ｄ種優先株

式の一部又は全部の

償還を請求すること

ができる。当社は、

この請求がなされた

場合には、その直前

の事業年度の繰越利

益剰余金が200億円

を超えていることを

条件に、当該繰越利

益剰余金の２分の１

の金額を限度とし、

Ｄ種優先株式の償還

を行うものとする。

当社は、Ｄ種優先株

式の償還請求後２ヵ

月以内に、Ｄ種優先

株式の償還手続を終

了させるものとし、

償還の対価としてＤ

種優先株式１株につ

き600円を支払うも

のとする。なお、償

還請求の総額が、上

記の償還のための限

度額を超える場合

は、抽選その他の方

法により償還すべき

Ｄ種優先株式を決定

する。 

転換請

求権 

転換（取得と引

換えに当社の普

通株式を交付す

ることをいう。

以下同じ。）を

請求し得べき期

間 

平成20年４月１日～

平成26年３月31日 

平成20年４月１日～

平成39年３月31日 

平成22年４月１日～

平成41年３月31日 

平成27年４月１日～

平成44年３月31日 

 



項目 Ａ種優先株式 Ｂ種優先株式 Ｃ種優先株式 Ｄ種優先株式 

  

転換価額（円） 

※ 

※           46 平成20年４月１日に

おける時価 

上記時価とは、平成

20年４月１日に先立

つ45取引日目に始ま

る30取引日の株式会

社東京証券取引所に

おける当社の普通株

式の普通取引の毎日

の終値（気配表示を

含む。）の平均値

（終値のない日数を

除く。）とし、その

計算は円位未満小数

第１位まで算出し、

その小数第１位を切

り上げる。 

平成22年４月１日に

おける時価 

上記時価とは、平成

22年４月１日に先立

つ45取引日目に始ま

る30取引日の株式会

社東京証券取引所に

おける当社の普通株

式の普通取引の毎日

の終値（気配表示を

含む。）の平均値

（終値のない日数を

除く。）とし、その

計算は円位未満小数

第１位まで算出し、

その小数第１位を切

り上げる。 

平成27年４月１日に

おける時価 

上記時価とは、平成

27年４月１日に先立

つ45取引日目に始ま

る30取引日の株式会

社東京証券取引所に

おける当社の普通株

式の普通取引の毎日

の終値（気配表示を

含む。）の平均値

（終値のない日数を

除く。）とし、その

計算は円位未満小数

第１位まで算出し、

その小数第１位を切

り上げる。 

  

転換価額の修正 転換価額は、平成21

年４月１日以降平成

25年４月１日までの

毎年４月１日（以下

それぞれ「転換価額

修正日」という。）

における時価に修正

されるものとする。 

転換価額は、平成21

年４月１日以降平成

38年４月１日までの

毎年４月１日（以下

それぞれ「転換価額

修正日」という。）

における時価に修正

されるものとする。 

転換価額は、平成23

年４月１日以降平成

40年４月１日までの

毎年４月１日（以下

それぞれ「転換価額

修正日」という。）

における時価に修正

されるものとする。 

転換価額は、平成28

年４月１日以降平成

43年４月１日までの

毎年４月１日（以下

それぞれ「転換価額

修正日」という。）

における時価に修正

されるものとする。 

   

転換価額は当該転換価額修正日以降翌年の転換価額修正日の前日（又は転換請求期間の

終了日）までの間、当該時価に修正される。但し、当該時価が当初転換価額の80％（以

下「下限転換価額」という。）を下回るときは、修正後転換価額は下限転換価額とす

る。また、当該時価が当初転換価額の100％（以下「上限転換価額」という。）を上回る

ときは、修正後転換価額は上限転換価額とする。但し、転換価額が転換価額修正日まで

に、下記転換価額の調整により調整された場合には、下限転換価額及び上限転換価額に

ついても同様の調整を行うものとする。 

   

上記「時価」とは、当該転換価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証

券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均

値（終値のない日数を除く。）とし、その計算は円位未満小数第１位まで算出し、その

小数第１位を切り上げる。 

 



項目 Ａ種優先株式 Ｂ種優先株式 Ｃ種優先株式 Ｄ種優先株式 

  

転換価額の調整 Ａ．各種優先株式発行後次の①ないし③のいずれかに該当する場合には、転換価額を次

に定める算式（以下「転換価額調整式」という。）により調整する。 

①転換価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行する場合

（自己株式を処分する場合を含む）、調整後の転換価額は、払込期日の翌日以降、又は

募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。処分される自

己株式の数は転換価額調整式における新規発行普通株式数に算入される。 

②株式の分割により普通株式を発行する場合、調整後の転換価額は、株式の分割のため

の株主割当日がある場合はその翌日以降、これを適用する。但し、配当可能利益から資

本に組み入れられることを条件としてその部分をもって株式の分割により普通株式を発

行する旨取締役会で決議する場合で、当該配当可能利益の資本組入の決議をする株主総

会の終結の日以前の日を株式の分割のための株主割当日とする場合には、調整後の転換

価額は、当該配当可能利益の資本組入の決議をした株主総会の終結の日の翌日以降、こ

れを適用する。 

③転換価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって普通株式への新株予約権又は転

換請求権を行使できる証券を発行する場合、調整後の転換価額は、その証券の発行日

に、又は募集のための株主割当日がある場合はその日の終わりに、発行された証券の当

該普通株式への新株予約権又は転換請求権が全額行使されたものとみなし、その発行日

の翌日以降又はその割当日の翌日以降これを適用する。 

Ｂ．上記Ａ①ないし③に掲げる場合のほか、合併、資本の減少又は普通株式の併合等に

より転換価額の調整を必要とする場合には、取締役会が適当と判断する転換価額により

変更される。 

Ｃ．転換価額調整式に使用する１株当りの時価は、調整後転換価額を適用する日（但

し、上記Ａ②但し書きの場合には株主割当日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日の

東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）

の平均値（終値のない日数を除く。）とし、その計算は円位未満小数第１位まで算出

し、その小数第１位を切り上げる。 

Ｄ．転換価額調整式に使用する調整前転換価額は、調整後転換価額を適用する前日にお

いて有効な転換価額とし、また、転換価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主

割当日がある場合はその日、また、株主割当日がない場合は調整後転換価額を適用する

日の１ヵ月前の日における当社の発行済普通株式数とする。 

Ｅ．転換価額調整式の計算については、円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１

位を切り上げる。 

        既発行 

普通株式数 
＋ 

新規発行 

普通株式数  
× 

１株当り 

払込金額 

調整後 

転換価額  
＝ 

調整前 

転換価額  
× 

１株当り時価  

既発行普通株式数＋新規発行普通株式数  

  

転換により交付

すべき普通株式

数 

各種優先株式の転換により交付すべき普通株式数は、次のとおりとする。 

発行株式数の算出に当って１株未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 

転換により交付すべき 

普通株式数  
＝ 

優先株主が転換請求のために提出

した各種優先株式の発行価額総額 
÷ 転換価額 

 



※Ａ種優先株式の転換価額は当初56円でありましたが、平成17年３月22日に普通株式の第三者割当増資を実施したこ

とに伴い46円に調整しております。 

項目 Ａ種優先株式 Ｂ種優先株式 Ｃ種優先株式 Ｄ種優先株式 

強制転換条項 当社は、転換を請求し得べき期間中に転換請求のなかった優先株式を、同期間の末日の

翌日（以下「強制転換基準日」という。）以降に開催される取締役会で定める日をもっ

て取得し、これと引換えに、優先株式１株の払込金相当額を強制転換基準日に先立つ45

取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取

引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。）で除して得

られる数の普通株式を交付する。ただし、平均値の計算は、円位未満小数第１位まで算

出し、その小数第１位を切り上げる。この場合該当平均値が下限転換価額を下回るとき

は、優先株式１株の払込金相当額を下限転換価額で除して得られる数の普通株式を交付

する。 

また、当該平均値が上限転換価額を上回るときは、優先株式１株の払込金相当額を上限

転換価額で除して得られる数の普通株式を交付する。ただし、転換価額が強制転換基準

日までに上記転換価額の調整により調整された場合には、下限転換価額および上限転換

価額についても同様の調整を行う。上記の普通株式数の算出に当って１株に満たない端

数が生じたときは、会社法第234条に従いこれを取扱う。 

残余財産の分配 普通株式に先立ち、１株につき600円を支払う。それ以外の残余財産の分配は行わない。 

議決権 議決権を有しない。

ただし、平成20年４

月１日以降Ａ種優先

株主が優先的配当全

額を受ける旨の議案

が定時株主総会に提

出されないときはそ

の総会より、その議

案が定時株主総会に

おいて否決されたと

きはその総会の終結

の時より優先的配当

全額を受ける旨の決

議がある時まで、議

決権を有する。 

議決権を有しない。 

併合または分割 法令に別段の定めがある場合を除き、行わない。 

新株の割当てを受ける権

利等 

新株の割当てを受ける権利または新株予約権もしくは新株予約権付社債の割当てを受け

る権利を与えない。 

優先順位 各種優先株式相互の優先配当金ならびに残余財産の分配の支払順位は、同順位とする。 

項目 Ｅ種優先株式

発行株式数（株） ※    12,390,000 

発行価額 １株当たり600円 

発行価額中資本に組入れな

い額 
１株当たり300円 

１株あ

たりの

優先配

当 

計算方法 優先配当金の額は、発行価額（600円）にそれぞれの事業年度ごとに下記の配当年率を乗

じて算出した額とする。優先配当金は、円位未満小数第４位まで算出し、その小数第４

位を四捨五入する。 

  配当年率＝日本円ＴＩＢＯＲ（６ヶ月物）＋10.00％ 

上限 年72円 

累積条項 累積型 

参加条項 非参加型 

優先中間配当 なし 

 



項目 Ｅ種優先株式

転換請

求権 

転換（取得と引

換えに当社の普

通株式を交付す

ることをいう。

以下同じ。）請

求権の確定条件 

以下の何れかの条件が充たされた日以降、同日以降残存するＥ種優先株式のすべてとの

関係で行使可能となる。 

①平成21年９月１日において、平成21年８月31日までに償還されたＥ種優先株式の数

（累計）が、平成21年８月31日までに発行されたＥ種優先株式の総数（累計）の５分の

１以下であること。 

②平成22年９月１日において、平成22年８月31日までに償還されたＥ種優先株式の数

（累計）が、平成22年８月31日までに発行されたＥ種優先株式の総数（累計）の３分の

１以下であること。 

③平成23年９月１日において、平成23年８月31日までに償還されたＥ種優先株式の数

（累計）が、平成23年８月31日までに発行されたＥ種優先株式の総数（累計）の２分の

１以下であること。 

④平成24年９月１日において、平成24年８月31日までに償還されたＥ種優先株式の数

（累計）が、平成24年８月31日までに発行されたＥ種優先株式の総数（累計）の３分の

２以下であること。 

⑤Ｅ種優先株式の払込期日の翌日の時点における当社の発行済み普通株式数の２分の１

に相当する数（累計）の普通株式が、当該払込期日の翌日以降に発行されたこと（当該

払込期日の翌日より前に発行済みの新株予約権若しくは新株予約権付社債に係る新株予

約権の行使又は転換請求権の行使によるものを除く。） 

⑥累計で、Ｅ種優先株式の払込期日の翌日の時点における当社の発行済み普通株式数の

２分の１に相当する数の普通株式数を当初の目的とするような新株予約権または転換請

求権を含む有価証券が発行されたこと。 

  

転換価額（円） 

  

上記確定条件に基づき普通株式への転換請求権が確定する日（以下「確定日」とい

う。）の前日における時価に0.9を乗じた価額 

上記時価とは、確定日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所

における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値

のない日数を除く。）とし、その計算は円位未満小数第３位まで算出し、その小数第3位

を切り上げる。 

  

転換価額の修正 

  

転換価額は、確定日以降平成24年3月1日までの毎年3月1日および9月1日（以下、それぞ

れ「転換価額修正日」という。）における時価に0.9を乗じた価額に修正されるものと

し、転換価額は当該転換価額修正日以降次回の転換価額修正日の前日までの間、当該修

正後の価額に修正される。ただし、算出された価額が当初転換価額の60％相当額（以下

「下限転換価額」という。）を下回るときは、修正後転換価額は下限転換価額とする。

また、算出された価額が当初転換価額の100％相当額（以下「上限転換価額」という。）

を上回るときは、修正後の転換価額は上限転換価額とする。転換価額が転換価額修正日

までに、下記転換価額の調整により調整された場合には、下限転換価額および上限転換

価額についても同様の調整を行うものとする。 

上記「時価」とは、当該転換価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証

券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均

値（終値のない日数を除く。）とし、その計算は円位未満小数第3位まで算出し、その小

数第3位を切り上げる。ただし、当社の普通株式が確定日または転換価額修正日に先立っ

て東京証券取引所において上場廃止された場合には、当社の普通株式の上場廃止の日に

先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取

引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日を除く。）とし、その計

算は円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切り上げる。 

 



項目 Ｅ種優先株式

  

転換価額の調整 

  

Ａ．Ｅ種優先株式発行後次の①ないし③のいずれかに該当する場合には、転換価額を次

に定める算式（以下「転換価額調整式」という。）により調整する。 

①転換価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る払込金額または処分価額をもって、

普通株式を発行または当社が有する普通株式（以下「自己株式」という。）を処分する

場合（ただし、株式の分割、転換請求権付株式の転換または新株予約権の行使による場

合を除く。）、調整後の転換価額は、払込期日の翌日以降、または募集のための株主割

当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。なお、自己株式の処分の場合に

は、転換価額調整式における「新規発行普通株式数」は「処分自己株式数」、「1株当た

り払込金額」は「1株当たり処分価額」とそれぞれ読替える。 

②株式の分割により普通株式を発行する場合、調整後の転換価額は、株式の分割のため

の株主割当日がある場合はその翌日以降、株式分割のための株主割当日がない場合は、

当社の取締役会において株式分割の効力発生日と定めた日の翌日以降、これを適用す

る。ただし、配当可能利益から資本に組み入れられることを条件としてその部分をもっ

て株式の分割により普通株式を発行する旨取締役会で決議する場合で、当該配当可能利

益の資本組入の決議をする株主総会の終結の日以前の日を株式の分割のための株主割当

日とする場合には、調整後の転換価額は、当該配当可能利益の資本組入の決議をした株

主総会の終結の日の翌日以降、これを適用する。 

③転換価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る価額をもって普通株式への新株予約

権または転換請求権を行使できる有価証券を発行または処分する場合、調整後の転換価

額は、その有価証券の発行日若しくは処分の日に、または募集のための株主割当日があ

る場合はその日の終わりに、発行された有価証券の普通株式への新株予約権または転換

請求権が全額行使されたものとみなし、その発行日の翌日以降またはその割当日の翌日

以降これを適用する。 

Ｂ．上記Ａ①ないし③に掲げる場合のほか、合併、資本の減少または普通株式の併合等

により転換価額の調整を必要とする場合には、当社の取締役会が適当と判断する転換価

額に調整される。 

Ｃ．転換価額調整式に使用する１株当たり時価は、調整後転換価額を適用する日（ただ

し、上記Ａ②ただし書きの場合には株主割当日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日

の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含

む。）の平均値（終値のない日数を除く。）とし、その計算は円位未満小数第1位まで算

出し、その小数第1位を切り上げる。 

Ｄ．転換価額調整式に使用する調整前転換価額は、調整後転換価額を適用する前日にお

いて有効な転換価額とする。また、転換価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株

主割当日がある場合はその日（ただし、株式の分割を行うための当社の取締役会におい

て株主割当日以外の日を株式分割の効力発生日と定めた場合は、その日）、また、株主

割当日がない場合は調整後転換価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普

通株式数（当該新規発行分は含まれない。）とする。 

Ｅ．転換価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位

を切り上げる。 

Ｆ．転換価額調整式により算出された調整後転換価額と調整前転換価額との差額が1円未

満にとどまるときは、転換価額の調整は行わない。ただし、その後転換価額の調整を必

要とする事由が発生し、転換価額を算出する場合には、転換価額調整式中の調整前転換

価額に代えて、調整前転換価額からこの差額を差引いた額を使用する。 

        既発行 

普通株式数 
＋ 

新規発行 

普通株式数  
× 

１株当り 

払込金額 

調整後 

転換価額  
＝ 

調整前 

転換価額  
× 

１株当り時価  

既発行普通株式数＋新規発行普通株式数  

 



項目 Ｅ種優先株式

  

転換により交付

すべき普通株式

数 

  

Ｅ種優先株式の転換により交付すべき普通株式数は、次のとおりとする。 

発行株式数の算出に当って１株未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 

転換により交付すべき 

普通株式数  
＝ 

Ｅ種優先株主が転換請求のために

提出したＥ種優先株式の発行価額

総額に転換請求権が発生する日の

前日における当該Ｅ種優先株式に

かかるＥ種優先株式累積未払配当

金相当額を加算した金額 

÷ 転換価額 

強制転換条項 当社は、平成25年3月31日までに償還されずかつ普通株式に転換されなかった優先株式

を、その翌日（以下「強制転換基準日」という。）以降に開催される取締役会で定める

日をもって取得し、これと引換えに、Ｅ種優先株式１株の払込金相当額を強制転換基準

日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通

株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除

く。）で除して得られる数の普通株式を交付する。平均値の計算は、円位未満小数第３

位まで算出し、その小数第３位を切り上げる。ただし、当該平均値が下限転換価額を下

回るときは、Ｅ種優先株式１株の払込金相当額を下限転換価額で除して得られる数の普

通株式を交付する。 

また、当該平均値が上限転換価額を上回るときは、Ｅ種優先株式１株の払込金相当額を

上限転換価額で除して得られる数の普通株式を交付する。なお、転換価額が強制転換基

準日までに上記転換価額の調整により調整された場合には、下限転換価額および上限転

換価額についても同様の調整を行う。上記の普通株式数の算出に当って１株に満たない

端数が生じたときは、会社法第234条に従いこれを取扱う。 

償還請求権 Ｅ種優先株主は、平成18年３月31日に終了する事業年度以降平成23年３月31日に終了す

る事業年度までの各事業年度の終了後直後に到来する７月１日から７月31日までの期間

（以下「償還請求可能期間」という。）において、当社の直前の事業年度の繰越利益剰

余金にその他資本剰余金および任意積立金を加算した金額が10億円を超えている場合、

当該金額の70％相当額から、当社が当該償還請求がなされた事業年度においてその発行

している優先株式の買受けまたは強制償還を既に行ったかまたは行う決定を行った分の

価額（上限を決定した場合にはその上限額とする。）の合計額を控除した残額（以下

「償還可能限度額」という。）を限度として、Ｅ種優先株式の全部または一部の償還

（取得と引換えに金銭を交付することをいう。以下同じ。）請求をすることができる。 

当社は、償還請求可能期間満了の日から１ヶ月以内に法令の定めに従い、償還手続きを

行うものとする。ただし、前記限度額を超えてその発行している優先株式の株主（以下

「優先株主」という。）からの償還請求があった場合、各優先株主が償還請求を行った

株式数によるあん分比例の方式により決定し（ただし、各優先株主毎にあん分比例の方

式による計算の結果生ずることとなる１株未満の端数については、切捨てた数とす

る。）、あん分比例の方式により決定できない残余分については償還請求可能期間経過

後において実施する抽選その他の方法により決定する。また、償還価額は、１株につき

600円にＥ種優先株式累積未払配当金相当額を加えた金額とする。 

 



※Ｅ種優先株式の発行株式数は当初20,000,000株でしたが、平成19年６月21日開催の取締役会決議に基づき、平成19

年８月１日に、7,610,000株を取得し消却したことにより12,390,000株となっております。 

(2）【新株予約権等の状況】 

 該当事項はありません。 

(3）【ライツプランの内容】 

 該当事項はありません。 

項目 Ｅ種優先株式

強制償還条項 当社は、平成19年８月１日以降の毎年８月１日から８月31日の期間内において、以下に

定める金額を限度として、Ｅ種優先株式の全部または一部を強制償還することができ

る。なお、一部償還をするときは各Ｅ種優先株主が有するＥ種優先株式の株式数による

あん分比例の方式により行い、あん分比例の方式により決定できない部分については抽

選その他の方法により行う。償還価額は１株につき600円にＥ種優先株式累積未払配当金

相当額および経過配当金相当額を加算した額とする。上記「経過配当金相当額」とはＥ

種優先配当金の額を、償還日の属する事業年度の実日数に対する初日から償還日までの

実経過日数（初日および償還日を含む。）の割合で日割計算した額として、その計算は

円位未満小数第３位まで算出し、その小数第３位を四捨五入する。 

①平成19年８月１日から平成19年８月31日までの期間 

当該期間内に上記に定める償還請求権の行使により償還されたＥ種優先株式の償還価

額の総額を、償還可能限度額から控除した後の残高の、３分の１相当額を限度とす

る。 

②平成20年８月１日から平成20年８月31日までの期間 

当該期間内に上記に定める償還請求権の行使により償還されたＥ種優先株式の償還価

額の総額を、償還可能限度額から控除した後の残高の、半額相当額を限度とする。 

③平成21年８月１日以降、毎年８月１日から８月31日までの期間 

当該期間内に上記に定める償還請求権の行使により償還されたＥ種優先株式の償還価

額の総額を、償還可能限度額から控除した後の残高の、全額相当額を限度とする。 

残余財産の分配 普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、１株につき600円およびＥ種優先株式累積

未払配当金相当額を支払う。それ以外の残余財産の分配は行わない。 

議決権 議決権を有しない。 

併合または分割 法令に別段の定めがある場合を除き、行わない。 

新株の割当てを受ける権

利等 

新株の割当てを受ける権利または新株予約権もしくは新株予約権付社債の割当てを受け

る権利を与えない。 

優先順位 配当を行う金額が、各種優先株式の発行に際してそれぞれ決定された１株当たりの優先

配当金（以下「各種優先株式優先配当金」という。ただし、Ｅ種優先株式については、

Ｅ種優先配当金にＥ種優先株式累積未払配当金を合算した金額とする。）に現存する各

種優先株式の株式数を乗じて得られた金額の総合計額に満たない場合は、各種優先株式

について支払う１株当たりの優先配当額が各種優先株式優先配当金に比例する方法によ

り優先配当を行う。また、残余財産の分配可能額が、各種優先株式の定款に規定された

１株当たりの残余財産分配額に現存する各種優先株式の株式数を乗じて得られた金額の

総合計額に満たない場合は、各種優先株式について支払う１株当たりの分配額が各種優

先株式の定款に規定された１株当たりの残余財産分配額に比例する方法により分配を行

う。 



(4）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

 （注）平成19年６月21日開催の取締役会決議に基づき、Ｅ種優先株式を取得し消却したことによるものであります。 

(5）【大株主の状況】 

①普通株式 

（注）１．日本マスタートラスト信託銀行株式会社の所有株式数のうち、信託業務に係る株式は4,040千株であります。 

２．日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社の所有株式数のうち、信託業務に係る株式は3,509千株でありま

す。 

３．資産管理サービス信託銀行株式会社の所有株式数のうち、信託業務に係る株式は1,305千株であります。 

４．発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、普通株式におけるものであります。 

②Ａ種優先株式 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
（千株） 

発行済株式 
総数残高 
（千株） 

資本金 
増減額 

（百万円） 

資本金 
残高 

（百万円） 

資本準備金 
増減額 

（百万円） 

資本準備金 
残高 

（百万円） 

平成19年８月１日 （注） △7,610 173,648 ─  12,641 ─  50 

  平成19年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総
数に対する所
有株式数の割
合（％） 

三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町１－６－１ 37,161 33.40 

日立キャピタル株式会社 東京都港区西新橋２－15－12 6,332 5.69

大阪瓦斯株式会社 大阪市中央区平野町４－１－２ 4,167 3.74

株式会社東電ホームサービス 東京都港区西新橋１－１－15 4,167 3.74

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 東京都港区浜松町２－11－３ 4,040 3.63

日本トラスティ・サービス信託銀行株式
会社 

東京都中央区晴海１－８－11 3,509 3.15

DEUTSCHE BANK AG LONDON -
PB IRISH RESIDENTS 619 

TAUNUSANLAGE 12, D-60325 FRANKFURT
 AM MAIN, FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 

2,475 2.22

(常任代理人 ドイツ証券株式会社)  (東京都千代田区永田町２－11－１
 山王パークタワー) 

  

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２－７－１ 2,396 2.15

BNY FOR GCM CLIENT ACCOUNTS (E) ISG PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET 
LONDON EC4A 2BB,UNITED KINGDOM 

1,643 1.47

(常任代理人 株式会社三菱東京ＵＦＪ
銀行決済事業部)  

(東京都千代田区丸の内２－７－１)   

資産管理サービス信託銀行株式会社 東京都中央区晴海１－８－１２
晴海アイランドトリトンスクエア 
オフィスタワーＺ棟 

1,305 1.17

計 ─ 67,197 60.40 

  平成19年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町１－６－１ 5,243 62.92 

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB, U.K 1,810 21.72

(常任代理人 ゴールドマン・
サックス証券株式会社) 

(東京都港区六本木６－10－１
六本木ヒルズ森タワー) 

モルガン・スタンレー証券株
式会社 

東京都渋谷区恵比寿４－20－３ 
恵比寿ガーデンプレイスタワー 

1,280 15.36 

計 ─ 8,333 100.00 



③Ｂ種優先株式 

④Ｃ種優先株式 

⑤Ｄ種優先株式 

⑥Ｅ種優先株式 

  

  平成19年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２－７－１ 5,243 62.92 

モルガン・スタンレー証券株
式会社 

東京都渋谷区恵比寿４－20－３ 
恵比寿ガーデンプレイスタワー 

1,280 15.36 

MORGAN STANLEY&CO.  
INTERNATIONAL PLC 

25 Cabot Square. Canary Wharf.  
London E14 4QA England 

940 11.28 

(常任代理人 モルガン・ス
タンレー証券株式会社) 

(東京都渋谷区恵比寿４－20－３ 
恵比寿ガーデンプレイスタワー) 

    

あいおい損害保険株式会社  東京都渋谷区恵比寿１－28－１ 870 10.44 

計 ─ 8,333 100.00 

  平成19年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町１－６－１ 16,667 100.00 

計 ─ 16,667 100.00 

  平成19年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町１－６－１ 16,667 100.00 

計 ─ 16,667 100.00 

  平成19年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

東京海上日動火災保険株式会
社 

東京都千代田区丸の内１－２－１ 5,160 41.65 

三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町１－６－１ 4,132 33.35 

日立キャピタル株式会社 東京都港区西新橋２－15－12 3,097 25.00 

計 ─ 12,390 100.00 



(6）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

（注）上記「完全議決権株式（その他）」の株式数には、証券保管振替機構名義の74,000株および株主名簿上、当社名

義となっておりますが、実質的に所有していない500株が含まれております。 

また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数148個および株主名簿上、当社名

義となっておりますが、実質的に所有していない完全議決権株式に係る議決権の数1個が含まれております。 

②【自己株式等】 

 （注） 上記のほか、株主名簿上当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が500株あります。 

 なお、当該株式は前記①「発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」に含まれております。 

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別 高・ 低株価】 

 （注） 高・ 低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  平成19年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 優先株式  62,390,000 ─ 
「１(1)②発行済株式」の

「内容」の記載を参照 

議決権制限株式（自己株式等） ─ ─ ─ 

議決権制限株式（その他） ─ ─ ─ 

完全議決権株式（自己株式等） 
（自己保有株式） 

普通株式      188,500 ─ ─ 

完全議決権株式（その他） 普通株式  110,661,000 221,322 ─ 

単元未満株式 普通株式      409,291 ─ ─ 

発行済株式総数 173,648,791 ─ ─ 

総株主の議決権 ─ 221,322 ─ 

  平成19年９月30日現在

所有者の氏名又は
名称 

所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株） 

他人名義所有
株式数（株） 

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

藤和不動産株式会社 
東京都中央区八重洲2-

3-13 
188,500 ─ 188,500 0.16 

計 ─ 188,500 ─ 188,500 0.16 

月別 平成19年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

高（円） 648 611 508 481 465 343 

低（円） 548 472 453 373 304 251 



３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までの役員の異動は次のとおりであります。 

(1)新任役員 

該当事項はありません。 

(2)退任役員 

該当事項はありません。 

(3)役職の異動 

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日 

常務取締役 

首都圏事業本部長

兼西日本事業本部

長兼技術部担当兼

エフ・ティー都市

開発株式会社代表

取締役社長 

常務取締役 

首都圏事業本部長

兼エフ・ティー都

市開発株式会社代

表取締役社長 

望月 和喜 平成19年８月１日

常務取締役 

経理部担当兼経営

企画部担当兼事業

戦略部担当兼お客

さま相談室担当兼

アフターサービス

センター担当 

常務取締役 

経理部担当兼経営

企画部担当兼事業

戦略部担当 

瀬川 修 平成19年８月１日

常務取締役 

藤和那須リゾート

株式会社代表取締

役社長 

常務取締役 

西日本事業本部長

兼お客さま相談室

担当兼アフターサ

ービスセンター担

当兼資産運用室担

当兼技術部担当 

椿本 邦夫 平成19年８月１日



第５【経理の状況】 

１．中間連結財務諸表および中間財務諸表の作成方法について 

(1）当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令

第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規則

に基づき、当中間連結会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）は、改正後の中間連結財務諸表規

則に基づいて作成しております。 

(2）当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38

号。以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて

作成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日

まで）の中間連結財務諸表および前中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の中間財務諸表に

ついて、ならびに、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間連結会計期間（平成19年４月１日か

ら平成19年９月30日まで）の中間連結財務諸表および当中間会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日ま

で）の中間財務諸表について、東陽監査法人の中間監査を受けております。 



１【中間連結財務諸表等】 

(1）【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

   
前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）                    

Ⅰ 流動資産                    

１．現金及び預金   21,823     26,175     55,750    

２．受取手形及び営業未収入
金   289     493     685    

３．販売用不動産 ※１ 130,432     157,245     135,380    

４．その他のたな卸資産   122     159     158    

５．繰延税金資産   9,050     7,271     7,681    

６．その他   9,974     9,859     11,601    

７．貸倒引当金   △23     △48     △47    

流動資産合計     171,669 78.9   201,157 83.7   211,209 84.3 

Ⅱ 固定資産                    

１．有形固定資産                    

(1）建物及び構築物 ※２ 6,225     5,337     5,409    

(2）土地 ※３ 28,682     28,482     28,479    

(3）その他 ※４ 842     757     730    

有形固定資産合計     35,750 16.4   34,577 14.4   34,618 13.8 

２．無形固定資産 ※５   160 0.1   143 0.1   155 0.1

３．投資その他の資産                    

(1）投資有価証券 ※６ 1,530     811     746    

(2）長期貸付金   146     126     144    

(3）破産債権・更生債権そ
の他これらに準ずる債
権 

  753     753     753    

(4）差入保証金   8,651     3,792     4,003    

(5）繰延税金資産   216     46     24    

(6）その他   104     114     100    

(7）貸倒引当金   △1,309     △1,243     △1,247    

投資その他の資産合計     10,093 4.6   4,402 1.8   4,525 1.8 

固定資産合計     46,003 21.1   39,123 16.3   39,299 15.7 

資産合計     217,673 100.0   240,280 100.0   250,509 100.0 

 



   
前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）                    

Ⅰ 流動負債                    

１．支払手形及び営業未払金 ※７ 10,888     15,452     37,397    

２．短期借入金 ※８ 71,902     67,589     43,827    

３．未払法人税等   46     120     182    

４．賞与引当金   535     635     610    

５．その他   15,101     13,070     26,731    

流動負債合計     98,474 45.3   96,868 40.3   108,749 43.4 

Ⅱ 固定負債                    

１．社債   10,000     30,000     10,000    

２．長期借入金 ※９ 81,858     82,753     94,922    

３．退職給付引当金   1,627     1,514     1,597    

４．繰延税金負債   ─     13     ─    

５．負ののれん   175     60     118    

６．その他   2,403     1,393     1,942    

固定負債合計     96,064 44.1   115,735 48.2   108,580 43.4 

負債合計     194,538 89.4   212,604 88.5   217,329 86.8 

                     

（純資産の部）                    

Ⅰ 株主資本                    

１．資本金   12,641   5.8 12,641   5.2 12,641   5.0 

２．資本剰余金   9,501   4.4 4,769   2.0 9,501   3.8 

３．利益剰余金   938   0.4 10,289   4.3 11,019   4.4 

４．自己株式   △34   △0.0 △46   △0.0 △40   △0.0 

株主資本合計     23,046 10.6   27,653 11.5   33,121 13.2 

                     

Ⅱ 評価・換算差額等                    

１．その他有価証券評価差額金   87     22     57    

評価・換算差額等合計     87 0.0   22 0.0   57 0.0 

純資産合計     23,134 10.6   27,676 11.5   33,179 13.2 

負債純資産合計     217,673 100.0   240,280 100.0   250,509 100.0 



②【中間連結損益計算書】 

   
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 営業収入     31,538 100.0   52,557 100.0   143,809 100.0

Ⅱ 営業原価     22,385 71.0   40,083 76.3   106,412 74.0

売上総利益     9,152 29.0   12,473 23.7   37,397 26.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費                    

１．販売費 ※１ 4,482     7,165     15,419    

２．一般管理費 ※１ 1,707 6,190 19.6 1,990 9,155 17.4 3,633 19,053 13.2

営業利益     2,962 9.4   3,317 6.3   18,343 12.8

Ⅳ 営業外収益                    

１．受取利息   5     48     20    

２．受取配当金   415     1     417    

３．負ののれん償却   57     57     115    

４．持分法による投資利
益   302     123     418    

５．雑収入   64 846 2.7 89 320 0.6 109 1,081 0.7

Ⅴ 営業外費用                    

１．支払利息   1,219     1,672     2,821    

２．雑損失   75 1,295 4.1 186 1,858 3.5 441 3,263 2.3

経常利益     2,513 8.0   1,779 3.4   16,161 11.2

Ⅵ 特別利益                    

１．前期損益修正益   50     5     60    

２．貸倒引当金戻入益   13     7     ─    

３．その他の特別利益   11 74 0.2 0 13 0.0 93 154 0.1

Ⅶ 特別損失                    

１．前期損益修正損   10     0     18    

２．固定資産除却損 ※２ 4     1     9    

３．サブリース解約等損失   654     ─     654    

４．その他の特別損失 ※３ 63 732 2.3 54 56 0.1 1,992 2,676 1.8

税金等調整前中間（当
期）純利益     1,855 5.9   1,736 3.3   13,640 9.5

法人税、住民税及び事業
税   13     64     134    

法人税等調整額   36 50 0.2 425 490 0.9 1,619 1,754 1.2 

中間（当期）純利益     1,805 5.7   1,246 2.4   11,885 8.3



③【中間連結株主資本等変動計算書】 

前中間連結会計期間（自平成18年 4月 1日 至平成18年 9月30日） 

（注）平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年 3月31日 残高 

（百万円） 
12,641 22,655 △12,581 △29 22,686 

中間連結会計期間中の変動額          

剰余金の配当     （注）   △1,543     △1,543 

その他資本剰余金取崩 （注）   △11,456 11,456   ─ 

利益準備金繰入    （注）   △154 154   ─ 

中間純利益     1,805   1,805 

自己株式処分差益   0     0 

自己株式の取得       △5 △5 

自己株式の処分       0 0 

持分変動差額     103   103 

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額） 
          

中間連結会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
─ △13,154 13,520 △5 359 

平成18年 9月30日 残高 

（百万円） 
12,641 9,501 938 △34 23,046 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券 
評価差額金 

評価・換算差額等
合計 

平成18年 3月31日 残高 

（百万円） 
114 114 22,801 

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当     （注）     △1,543 

その他資本剰余金取崩 （注）     ─ 

利益準備金繰入    （注）     ─ 

中間純利益     1,805 

自己株式処分差益     0 

自己株式の取得     △5 

自己株式の処分     0 

持分変動差額     103 

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額） 
△27 △27 △27 

中間連結会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
△27 △27 332 

平成18年 9月30日 残高 

（百万円） 
87 87 23,134 



当中間連結会計期間（自平成19年 4月 1日 至平成19年 9月30日） 

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成19年 3月31日 残高 

（百万円） 
12,641 9,501 11,019 △40 33,121 

中間連結会計期間中の変動額          

剰余金の配当         △1,976   △1,976 

中間純利益     1,246   1,246 

自己株式の取得       △4,738 △4,738 

自己株式の処分   0   0 0 

自己株式の消却   △4,731   4,731 ─ 

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額） 
          

中間連結会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
─ △4,731 △730 △6 △5,468 

平成19年 9月30日 残高 

（百万円） 
12,641 4,769 10,289 △46 27,653 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券 
評価差額金 

評価・換算差額等
合計 

平成19年 3月31日 残高 

（百万円） 
57 57 33,179 

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当        △1,976 

中間純利益     1,246 

自己株式の取得     △4,738 

自己株式の処分     0 

自己株式の消却     ─ 

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額） 
△35 △35 △35 

中間連結会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
△35 △35 △5,503 

平成19年 9月30日 残高 

（百万円） 
22 22 27,676 



前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自平成18年 4月 1日 至平成19年 3月31日） 

（注）平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年 3月31日 残高 

（百万円） 
12,641 22,655 △12,581 △29 22,686 

連結会計年度中の変動額          

剰余金の配当     （注）   △1,543     △1,543 

その他資本剰余金取崩 （注）   △11,456 11,456   ─ 

利益準備金繰入    （注）   △154 154   ─ 

当期純利益     11,885   11,885 

自己株式処分差益   0     0 

自己株式の取得       △11 △11 

自己株式の処分       0 0 

持分変動差額     103   103 

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額） 
          

連結会計年度中の変動額合計 

（百万円） 
─ △13,154 23,600 △11 10,435 

平成19年 3月31日 残高 

（百万円） 
12,641 9,501 11,019 △40 33,121 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券 
評価差額金 

評価・換算差額等
合計 

平成18年 3月31日 残高 

（百万円） 
114 114 22,801 

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当     （注）     △1,543 

その他資本剰余金取崩 （注）     ─ 

利益準備金繰入    （注）     ─ 

当期純利益     11,885 

自己株式処分差益     0 

自己株式の取得     △11 

自己株式の処分     0 

持分変動差額     103 

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額） 
△57 △57 △57 

連結会計年度中の変動額合計 

（百万円） 
△57 △57 10,378 

平成19年 3月31日 残高 

（百万円） 
57 57 33,179 



④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

   
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー        
税金等調整前中間（当期）純利益   1,855 1,736 13,640 

減価償却費   241 223 452 

減損損失   ─ ─ 1,429 

貸倒引当金の増減額（△は減少）   472 △3 434 

退職給付引当金の増減額（△は減
少）   12 △82 △17 

受取利息及び受取配当金   △421 △49 △438 

支払利息   1,219 1,672 2,821 

持分法投資損益（△は利益）   △302 △123 △418 

固定資産除却損   4 1 8 

サブリース解約等損失   ─ ─ 654 

売上債権の増減額（△は増加）   1,757 191 1,360 

販売用不動産の増減額（△は増加）   △27,103 △21,865 △32,636 

仕入債務の増減額（△は減少）   △25,947 △21,944 1,217 

前受金の増減額（△は減少）   ─ △11,702 10,984 

その他   1,288 △719 3,691 

小計   △46,924 △52,665 3,183 

利息及び配当金の受取額   423 49 441 

利息の支払額   △1,257 △1,547 △2,861 

法人税等の支払額   △27 △134 △29 

営業活動によるキャッシュ・フロー   △47,786 △54,296 733 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー        
有形無形固定資産の取得による支出   △330 △171 △1,099 

有形無形固定資産の売却による収入   ─ 0 285 

貸付による支出   △24 △18 △56 

貸付金の回収による収入   30 35 63 

その他   0 △14 907 

投資活動によるキャッシュ・フロー   △324 △169 100 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー        
短期借入金の増減額（△は減少）   △25,073 295 △27,720 

長期借入による収入   41,252 24,971 97,125 

長期借入金の返済による支出   △38,587 △13,672 △106,823 

配当金の支払による支出   △1,543 △1,976 △1,543 

社債の発行による収入   ─ 20,000 ─ 

自己株式の取得による支出   ─ △4,725 ─ 

その他   △5 0 △10 

財務活動によるキャッシュ・フロー   △23,956 24,891 △38,973 

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額   △72,067 △29,574 △38,138 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高   93,888 55,749 93,888 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末（期末）
残高   21,820 26,175 55,749 

    



（中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項） 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数４社 

主要な連結子会社名 

藤和那須リゾート㈱ 

藤和不動産流通サービス㈱ 

藤和住販㈱ 

エフ・ティー都市開発㈱ 

(1）連結子会社の数４社 

主要な連結子会社名 

藤和那須リゾート㈱ 

藤和不動産流通サービス㈱ 

藤和住販㈱ 

エフ・ティー都市開発㈱ 

(1）連結子会社の数４社 

主要な連結子会社名 

藤和那須リゾート㈱ 

藤和不動産流通サービス㈱ 

藤和住販㈱ 

エフ・ティー都市開発㈱ 

  (2）非連結子会社の数 なし (2）非連結子会社の数 なし (2）非連結子会社の数 なし 

２．持分法の適用に関する事

項 

(1）持分法適用会社の数１社 

主要な持分法適用会社 

三菱地所藤和コミュニテ

ィ㈱ 

(平成18年4月1日付で三菱

地所コミュニティーサー

ビス株式会社と藤和コミ

ュニティ株式会社が合併

したことに伴い、社名を

変更いたしました。) 

(1）持分法適用会社の数１社 

主要な持分法適用会社 

三菱地所藤和コミュニテ

ィ㈱ 

(1）持分法適用会社の数１社 

主要な持分法適用会社 

三菱地所藤和コミュニテ

ィ㈱ 

  (2）持分法非適用会社の数 

なし 

(2）持分法非適用会社の数 

なし 

(2）持分法非適用会社の数 

なし 

３．連結子会社の中間決算日

（事業年度）等に関する

事項 

 連結子会社藤和那須リゾート㈱

の中間決算日は６月30日であり、

中間連結財務諸表の作成にあたっ

ては、同中間決算日現在の中間財

務諸表を使用しております。ただ

し、中間連結決算日との間に生じ

た重要な取引については連結上必

要な調整を行っております。ま

た、連結子会社エフ・ティー都市

開発㈱の中間決算日は6月30日で

ありますが、中間連結財務諸表の

作成にあたっては9月30日の仮決

算に基づく中間財務諸表を使用し

ております。 

同左  連結子会社藤和那須リゾート㈱

の決算日は12月31日であり、連結

財務諸表の作成にあたっては、同

決算日現在の財務諸表を使用して

おります。ただし、連結決算日と

の間に生じた重要な取引について

は連結上必要な調整を行っており

ます。また、連結子会社エフ・テ

ィー都市開発㈱の決算日は12月31

日でありますが、連結財務諸表の

作成にあたっては３月31日の仮決

算に基づく財務諸表を使用してお

ります。 

４．会計処理基準に関する事

項 

     

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法 

(1）有価証券 

満期保有目的の債券 

…償却原価法（定額法） 

(1）有価証券 

満期保有目的の債券 

同左 

(1）有価証券 

満期保有目的の債券 

同左 

  その他有価証券 

時価のあるもの 

…中間連結決算日の市場価

格等に基づく時価法（評

価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原

価は移動平均法により算

定） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

その他有価証券 

時価のあるもの 

…連結決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差

額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は

移動平均法により算定） 

  時価のないもの 

…移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

  (2）デリバティブ 

時価法 

(2）デリバティブ 

同左 

(2）デリバティブ 

同左 

  (3）たな卸資産 

① 販売用不動産 

個別法による原価法 

(3）たな卸資産 

同左 

(3）たな卸資産 

同左 

  ② その他のたな卸資産 

個別法による原価法または

最終仕入原価法 

   

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

(1）有形固定資産 

 有形固定資産の減価償却の方

法は定率法、賃貸用ビルおよび

施設のサービスを提供する目的

で保有する固定資産については

定額法を採用しております。た

だし、平成10年４月１日以降に

取得した建物（建物附属設備を

除く）については定額法を採用

しております。 

 なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

(1）有形固定資産 

 有形固定資産の減価償却の方

法は定率法、賃貸用ビルおよび

施設のサービスを提供する目的

で保有する固定資産については

定額法を採用しております。た

だし、平成10年４月１日以降に

取得した建物（建物附属設備を

除く）については定額法を採用

しております。 

 なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

(1）有形固定資産 

 有形固定資産の減価償却の方

法は定率法、賃貸用ビルおよび

施設のサービスを提供する目的

で保有する固定資産については

定額法を採用しております。た

だし、平成10年４月１日以降に

取得した建物（建物附属設備を

除く）については定額法を採用

しております。 

 なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

  建物及び構築物 3年～50年

有形固定資産そ

の他 
2年～20年

建物及び構築物 2年～50年

有形固定資産そ

の他 
2年～20年

建物及び構築物 2年～50年

有形固定資産そ

の他 
2年～20年

    (会計方針の変更）  

     当社および国内連結子会社

は、法人税法の改正に伴い、当

中間連結会計期間より、平成19

年４月１日以降に取得した有形

固定資産について、改正後の法

人税法に基づく減価償却の方法

に変更しております。 

 

     これによる損益に与える影響

額は軽微であります。 

 

    (追加情報）  

     当社および国内連結子会社

は、法人税法改正に伴い、平成

19年３月31日以前に取得した資

産については、改正前の法人税

法に基づく減価償却の方法の適

用により、取得価額の５％に到

達した連結会計年度の翌連結会

計年度より、取得価額の５％相

当額と備忘価額との差額を５年

間にわたり均等償却し、減価償

却費に含めて計上しておりま

す。 

 

     これによる損益に与える影響

額は軽微であります。 

 

  (2）無形固定資産 

 無形固定資産の償却方法は定

額法を採用しております。 

 なお、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における利

用可能期間（５年）に基づく定

額法を採用しております。 

(2）無形固定資産 

同左 

(2）無形固定資産 

同左 

(3）繰延資産の処理方法 (1）社債発行費 

 支出時に全額費用として処理

しております。 

(1）社債発行費 

同左 

(1）社債発行費 

同左 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

(4）重要な引当金の計上基

準 

(1）貸倒引当金 

 売掛債権、貸付金等の貸倒損

失に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上しており

ます。 

(1）貸倒引当金 

同左 

(1）貸倒引当金 

同左 

  (2）賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、支給見込

額のうち当中間連結会計期間負

担分を計上しております。 

(2）賞与引当金 

同左 

(2）賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、支給見込

額のうち当連結会計年度負担分

を計上しております。 

  (3）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務および年金資産の

見込額に基づき、当中間連結会

計期間末において発生している

と認められる額を計上しており

ます。 

 なお、会計基準変更時差異に

ついては、15年による按分額を

費用処理しております。 

(3）退職給付引当金 

同左 

  

(3）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務および年金資産の

見込額に基づき計上しておりま

す。 

 なお、会計基準変更時差異に

ついては、15年による按分額を

費用処理しております。 

  

 過去勤務債務は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（10年）による

定額法により費用計上しており

ます。 

   過去勤務債務は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（10年）による

定額法により費用計上しており

ます。 

  

 数理計算上の差異は、各連結

会計年度の発生時における従業

員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（10年）による定額法

により按分した額をそれぞれ発

生の翌連結会計年度から費用処

理することとしております。 

   数理計算上の差異は、各連結

会計年度の発生時における従業

員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（10年）による定額法

により按分した額をそれぞれ発

生の翌連結会計年度から費用処

理することとしております。 

(5）重要なリース取引の処

理方法 

 リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は通常の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によっておりま

す。 

同左 同左 

(6）その他の中間連結財務

諸表（連結財務諸表）

作成のための重要な事

項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式を採用しておりま

す。また控除対象外消費税等は

「一般管理費」（租税公課、交

際費）ならびに投資その他の資

産の「その他」（繰延消費税

等）に計上し、繰延消費税等に

ついては法人税法に定める期間

により償却しております。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー（連結キャッシュ・

フロー）計算書における

資金の範囲 

 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金（現金及び現金

同等物）は、手許現金、随時引き

出し可能な預金および容易に換金

可能であり、かつ、価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負わない

取得日から３ヶ月以内に償還期限

の到来する短期投資からなってお

ります。 

同左  連結キャッシュ・フロー計算書

における資金（現金及び現金同等

物）は、手許現金、随時引き出し

可能な預金および容易に換金可能

であり、かつ、価値の変動につい

て僅少なリスクしか負わない取得

日から３ヶ月以内に償還期限の到

来する短期投資からなっておりま

す。 



（中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 ） 

前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

（仲介・販売代理に関する収益計上基準） 

 仲介・販売代理に関する収益計上基準につ

いては、従来、対象不動産の売買契約時に収

益を計上しておりましたが、不動産の仲介・

販売代理業務については、当事者間の契約成

立から取引完了までの責任を負うという観点

から、収益をより適正に計上し、財政状態を

より適正に表示するため、当中間連結会計期

間において仲介・販売代理対象不動産の引渡

しが完了した時に収益を計上する方法に変更

いたしました。 

 この変更により営業収入は314百万円、営

業利益・経常利益・税金等調整前中間純利益

は295百万円減少しております。なお、セグ

メント情報に与える影響は、該当箇所に記載

しております。 

───── （仲介・販売代理に関する収益計上基準） 

 仲介・販売代理に関する収益計上基準につ

いては、従来、対象不動産の売買契約時に収

益を計上しておりましたが、不動産の仲介・

販売代理業務については、当事者間の契約成

立から取引完了までの責任を負うという観点

から、収益をより適正に計上し、財政状態を

より適正に表示するため、当連結会計年度に

おいて仲介・販売代理対象不動産の引渡しが

完了したときに収益を計上する方法に変更い

たしました。 

 この変更により営業収入は474百万円、営

業利益・経常利益・税金等調整前当期純利益

は320百万円減少しております。なお、セグ

メント情報に与える影響は、該当箇所に記載

しております。 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準） 

 当中間連結会計期間より「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」（企業会

計基準委員会 平成17年12月9日 企業会計

基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準等の適用指針」（企

業会計基準委員会 平成17月12月9日 企業

会計基準適用指針第８号）を適用しておりま

す。これまでの資本の部の合計に相当する金

額は23,134百万円であります。 

 なお、当中間連結会計期間における中間連

結貸借対照表の純資産の部については、中間

連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後の中

間連結財務諸表規則により作成しておりま

す。 

───── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準） 

 当連結会計年度より「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準」（企業会計基

準委員会 平成17年12月9日 企業会計基準

第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等の適用指針」（企業会

計基準委員会 平成17年12月9日 企業会計

基準適用指針第８号）を適用しております。

これまでの資本の部の合計に相当する金額は

33,179百万円であります。 

 なお、当連結会計年度における連結貸借対

照表の純資産の部については、連結財務諸表

規則の改正に伴い、改正後の連結財務諸表規

則により作成しております。 

（企業結合に係る会計基準） 

 当中間連結会計期間より「企業結合に係る

会計基準」（企業会計審議会 平成15年10月

31日）及び「事業分離等に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 平成17年12月27

日 企業会計基準第7号）並びに「企業結合会

計基準及び事業分離等会計基準に関する適用

指針」（企業会計基準委員会 平成17年12月

27日 企業会計基準適用指針第10号）を適用

しております。 

 なお、当社は当中間連結会計期間におい

て、当社グループ内におけるリゾート事業を

集約し、効率化を図るため当社のリゾート事

業を会社分割し、連結子会社藤和那須リゾー

ト株式会社に承継しておりますが、損益への

影響額はございません。 

１．結合当事企業又は対象となった事業の名

称及びその事業の内容、企業結合の法的形

式、結合後企業の名称並びに取引の目的を含

む取引の内容の概要 

（1）結合当事企業又は対象となった事業の

名称及びその事業の内容 

藤和那須リゾート株式会社 リゾート事業

（内容：別荘地管理運営事業の一部） 

（2）企業結合の法的形式 

共通支配下の取引及び営業譲渡 

───── （企業結合に係る会計基準） 

 当連結会計年度より「企業結合に係る会計

基準」（企業会計審議会 平成15年10月31

日）及び「事業分離等に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 平成17年12月27

日 企業会計基準第7号）並びに「企業結合会

計基準及び事業分離等会計基準に関する適用

指針」（企業会計基準委員会 平成17年12月

27日 企業会計基準適用指針第10号）を適用

しております。 

 なお、当社は当連結会計年度において、当

社グループ内におけるリゾート事業を集約

し、効率化を図るため当社のリゾート事業を

会社分割し、連結子会社藤和那須リゾート株

式会社に承継しておりますが、損益への影響

額はございません。 

１．結合当事企業又は対象となった事業の名

称及びその事業の内容、企業結合の法的形

式、結合後企業の名称並びに取引の目的を含

む取引の内容の概要 

（1）結合当事企業又は対象となった事業の

名称及びその事業の内容 

藤和那須リゾート株式会社 リゾート事業

（内容：別荘地管理運営事業の一部） 

（2）企業結合の法的形式 

共通支配下の取引及び営業譲渡 

 



（表示方法の変更） 

前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

（3）結合後企業の名称 

変更ありません。 

（4）取引の目的を含む取引の内容 

グループ内におけるリゾート事業を集約し、

効率化を図るため。 

  （3）結合後企業の名称 

変更ありません。 

（4）取引の目的を含む取引の内容 

グループ内におけるリゾート事業を集約し、

効率化を図るため。 

２．実施した会計処理の概要 

（1）移転損益は発生しておりません。 

（2）のれんは発生しておりません。 

（3）取得原価のうち研究開発費等はござい

ません。 

（4）移転した事業に係る資産は適正な帳簿

価額によっております。 

３．子会社株式の追加取得に関する事項 

（1）取得原価 

取得の対価 藤和那須リゾート株式会社の株

式 4,680百万円 

（2）株式取得の対価 

  （百万円） 

販売用不動産 3,201 

その他の流動資産  275 

建物及び構築物 1,128 

その他の固定資産 74 

合計 4,680 

  ２．実施した会計処理の概要 

（1）移転損益は発生しておりません。 

（2）のれんは発生しておりません。 

（3）取得原価のうち研究開発費等はござい

ません。 

（4）移転した事業に係る資産は適正な帳簿

価額によっております。 

３．子会社株式の追加取得に関する事項 

（1）取得原価 

取得の対価 藤和那須リゾート株式会社の株

式 4,680百万円 

（2）株式取得の対価 

  （百万円） 

販売用不動産 3,201 

その他の流動資産  275 

建物及び構築物 1,128 

その他の固定資産 74 

合計 4,680 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

（中間連結貸借対照表関係）  「連結調整勘定」は、当中間連結会計期間

から「負ののれん」として表示しておりま

す。 

───── 

（中間連結損益計算書関係）  前中間連結会計期間まで営業外収益の「雑

収入」に含めて表示していた「受取配当金」

は当中間連結会計期間において営業外収益の

総額の100分の10を超えたため、区分掲記し

ております。 

 なお、前中間連結会計期間末の「受取配当

金」の金額は、2百万円であります。 

  

───── 

   「連結調整勘定償却」は、当中間連結会計

期間から「負ののれん償却」として表示して

おります。 

 

（中間連結キャッシュ・フロー関係） ─────  中間連結キャッシュ・フロー計算書におい

て、前中間連結会計期間まで営業活動による

キャッシュ・フローの「その他」に含めて表

示しておりました「前受金の増減額」は当中

間連結会計期間において重要度が増したた

め、区分掲記しております。 

 なお、前中間連結会計期間における「前受

金の増減額」は2,570百万円の収入でありま

す。 



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

項目 
前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成19年３月31日） 

１．有形固定資産の減価償却

累計額 

百万円 

11,949 

百万円 

12,345 

百万円 

12,122 

２．非連結子会社および関連

会社株式 

百万円 

※６． 投資有価証券（株

式） 
406

百万円 

※６．投資有価証券（株

式） 
648

百万円 

※６．投資有価証券（株

式） 
524

３．差入担保資産  （注） 百万円 

※１． 販売用不動産 77,956

※２． 建物及び構築物 2,937

※３． 土地 28,703

※４． 有形固定資産その

他 
1

※５． 無形固定資産 31

※６． 投資有価証券 165

  計 109,796

百万円 

※１．販売用不動産 92,468

※２．建物及び構築物 3,136

※３．土地 28,412

※４．有形固定資産その

他 
1

※５．無形固定資産 31

※６．投資有価証券 105

  計 124,155

百万円 

※１．販売用不動産 84,181

※２．建物及び構築物 3,217

※３．土地 28,412

※４．有形固定資産その

他 
1

※５．無形固定資産 31

※６．投資有価証券 163

  計 116,007

４．担保付借入金  （注） 百万円 

（注）上記３及び４には、共同事

業において債権と債務が他の者に

移転していると認められない取引

については売却処理せず中間連結

貸借対照表上に計上されている販

売用不動産1,826百万円、長期借

入金1,826百万円が含まれており

ます。 

※８． 短期借入金 63,070

※９． 長期借入金 75,626

  計 138,696

百万円 

（注）上記３及び４には、共同事

業において債権と債務が他の者に

移転していると認められない取引

については売却処理せず中間連結

貸借対照表上に計上されている販

売用不動産1,826百万円、短期借

入金1,826百万円が含まれており

ます。 

※８．短期借入金 66,437

※９．長期借入金 79,585

  計 146,023

百万円 

（注）上記３及び４には、共同事

業において債権と債務が他の者に

移転していると認められない取引

については売却処理せず連結貸借

対照表上に計上されている販売用

不動産1,826百万円、短期借入金

1,426百万円、長期借入金400百万

円が含まれております。 

※８．短期借入金 41,649

※９．長期借入金 92,522

  計 134,171

５．保証債務 百万円 百万円 百万円 

(1）ゴルフローンの連帯保

証債務 

(2）提携つなぎローンの連

帯保証債務 

(3）顧客住宅ローンの連帯

保証債務 

(4）提携ローン登記終了ま

での連帯保証債務 

   
389

   
29

   
200

   
2,249

計 2,868

   
281

   
─

   
182

   
9,149

計 9,613

   
328

   
5,720

   
186

   
10,978

計 17,214

６．中間連結（連結）会計期

間末日満期手形 

中間連結会計期間末日満期手形の

会計処理については、手形交換日

をもって決済処理しております。

なお、当中間連結会計期間の末日

は金融機関の休日であったため、

次の中間連結会計期間末日満期手

形が中間連結会計期間末残高に含

まれております。 

百万円 

※７． 支払手形 973

中間連結会計期間末日満期手形の

会計処理については、手形交換日

をもって決済処理しております。

なお、当中間連結会計期間の末日

は金融機関の休日であったため、

次の中間連結会計期間末日満期手

形が中間連結会計期間末残高に含

まれております。 

百万円 

※７．支払手形 2,003

連結会計年度末日満期手形の会計

処理については、手形交換日をも

って決済処理をしております。な

お、当連結会計年度の末日は金融

機関の休日であったため、次の連

結会計年度末日満期手形が連結会

計年度末残高に含まれておりま

す。 

百万円 

※７．支払手形 253



（中間連結損益計算書関係） 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．販売費及び一般管理費の

主要な費目    ※１ 

販売費及び一般管理費の主要な費

目は次のとおりであります。 

販売費及び一般管理費の主要な費

目は次のとおりであります。 

販売費及び一般管理費の主要な費

目は次のとおりであります。 

  (1）販売費 百万円

広告宣伝費 1,180

給与手当 1,387

事務用消耗品費 498

賞与引当金繰入額 128

退職給付費用  85

(1）販売費 百万円

広告宣伝費 2,400

給与手当 1,739

事務用消耗品費 758

賞与引当金繰入額 519

退職給付費用 148

(1）販売費 百万円

広告宣伝費 4,992

給与手当 4,600

事務用消耗品費 1,512

賞与引当金繰入額 538

退職給付費用 461

  (2）一般管理費 百万円

給与手当 293

事務用消耗品費 250

租税公課 266

賞与引当金繰入額 60

退職給付費用 87

貸倒引当金繰入額  0

(2）一般管理費 百万円

給与手当 314

事務用消耗品費  272

租税公課  300

賞与引当金繰入額 90

退職給付費用 136

貸倒引当金繰入額 1

(2）一般管理費 百万円

給与手当 646

事務用消耗品費 581

租税公課 622

賞与引当金繰入額 71

退職給付費用 180

貸倒引当金繰入額 0

２．固定資産除却損の内訳 

※２ 

  百万円

建物及び構築物除却損 4

計 4

  百万円

建物及び構築物除却損 1

その他 0

計 1

  百万円

建物除却損 8

構築物除却損 ─

器具備品除却損 0

その他 0

計 9

３．減損損失の内訳 

※３  

───── ───── 当連結会計年度において、当社グ

ループは以下の資産グループにつ

いて減損損失を計上いたしまし

た。 

当社は、他の資産または資産グル

ープのキャッシュ・フローから概

ね独立したキャッシュ・フローを

生み出す最小単位に拠って資産の

グループ化を行いました。なお、

本社ビル等は共用資産としており

ます。 

当連結会計年度において、従来、

水道事業用資産については遊園地

施設等と一体を成すものとして評

価しておりましたが、新事業計画

の1つである那須事業の将来的分離

を遂行するうえで、下期において

水道事業用資産を単独で切り離す

ことも視野に入れ、評価の見直し

を行なったことにより、減損損失

1,429百万円を特別損失に計上いた

しました。その内訳は、土地79百

万円、建物・構築物1,285百万円、

その他63百万円であります。 

なお、当資産グループの回収可能

価額は正味売却価額により測定し

ております。 

場所 主な用途 種類 

栃木県那

須郡 

水道事業用

資産  

（１件） 

土地  

建物・構築

物等  



（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

前中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで） 

発行済株式の種類及び総数に関する事項 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（変動事由の概要） 

増加数の内訳は次の通りであります。 

単元未満株式の買取による増加 8,595株 

減少数の内訳は次の通りであります。 

単元未満株式の売渡による減少   290株 

配当に関する事項 

（1）配当金支払額 

（2）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間末後と

なるもの 

該当事項はありません。 

株式の種類 前連結会計期間末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式（株）  111,258,791 ─ ─ 111,258,791 

Ａ種優先株式（株） 8,333,000 ─ ─ 8,333,000 

Ｂ種優先株式（株） 8,333,000 ─ ─ 8,333,000 

Ｃ種優先株式（株） 16,667,000 ─ ─ 16,667,000 

Ｄ種優先株式（株） 16,667,000 ─ ─ 16,667,000 

Ｅ種優先株式（株） 20,000,000 ─ ─ 20,000,000 

合計 181,258,791 ─ ─ 181,258,791 

株式の種類 前連結会計期間末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式（株）  158,407 8,595 290 166,712 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

（百万円） 

１株当たり配当額

（円） 
基準日 効力発生日 

平成18年6月29日 

定時株主総会 
Ａ種優先株式 55 6.62 平成18年3月31日 平成18年6月30日 

平成18年6月29日 

定時株主総会 
Ｂ種優先株式 55 6.62 平成18年3月31日 平成18年6月30日 

平成18年6月29日 

定時株主総会 
Ｃ種優先株式 110 6.62 平成18年3月31日 平成18年6月30日 

平成18年6月29日 

定時株主総会 
Ｄ種優先株式 110 6.62 平成18年3月31日 平成18年6月30日 

平成18年6月29日 

定時株主総会 
Ｅ種優先株式 1,212 60.62 平成18年3月31日 平成18年6月30日 



当中間連結会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで） 

発行済株式の種類及び総数に関する事項 

（変動事由の概要） 

Ｅ種優先株式の発行済株式の株式数の減少7,610,000株は、平成19年6月21日開催の取締役会決議に基づ

き、平成19年8月1日に取得し消却したことによるものであります。 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（変動事由の概要） 

普通株式の自己株式の株式数の増加14,391株は、単元未満株式の買取によるものであります。 

普通株式の自己株式の株式数の減少807株は、単元未満株式の売渡によるものであります。 

Ｅ種優先株式の自己株式の株式数の増加および減少は、平成19年6月21日開催の取締役会決議に基づき、

平成19年8月1日に取得し消却したことによるものであります。 

配当に関する事項 

（1）配当金支払額 

（2）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間末後と

なるもの 

該当事項はありません。 

株式の種類 前連結会計期間末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式（株）  111,258,791 ─ ─ 111,258,791 

Ａ種優先株式（株） 8,333,000 ─ ─ 8,333,000 

Ｂ種優先株式（株） 8,333,000 ─ ─ 8,333,000 

Ｃ種優先株式（株） 16,667,000 ─ ─ 16,667,000 

Ｄ種優先株式（株） 16,667,000 ─ ─ 16,667,000 

Ｅ種優先株式（株） 20,000,000 ─ 7,610,000 12,390,000 

合計 181,258,791 ─ 7,610,000 173,648,791 

株式の種類 前連結会計期間末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式（株）  175,000 14,391 807 188,584 

Ｅ種優先株式（株）  ─ 7,610,000 7,610,000 ─ 

合計 175,000 7,624,391 7,610,807 188,584 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

（百万円） 

１株当たり配当額

（円） 
基準日 効力発生日 

平成19年6月28日 

定時株主総会 
普通株式 333 3.00 平成19年3月31日 平成19年6月29日 

平成19年6月28日 

定時株主総会 
Ａ種優先株式 67 8.05 平成19年3月31日 平成19年6月29日 

平成19年6月28日 

定時株主総会 
Ｂ種優先株式 67 8.05 平成19年3月31日 平成19年6月29日 

平成19年6月28日 

定時株主総会 
Ｃ種優先株式 134 8.05 平成19年3月31日 平成19年6月29日 

平成19年6月28日 

定時株主総会 
Ｄ種優先株式 134 8.05 平成19年3月31日 平成19年6月29日 

平成19年6月28日 

定時株主総会 
Ｅ種優先株式 1,241 62.05 平成19年3月31日 平成19年6月29日 

合計 ─ 1,976 ─ ─ ─ 



前連結会計年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで） 

発行済株式の種類及び総数に関する事項 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（変動事由の概要） 

増加数の内訳は次の通りであります。 

単元未満株式の買取による増加      17,765株 

減少数の内訳は次の通りであります。 

単元未満株式の売渡による減少       1,172株 

配当に関する事項 

（1）配当金支払額 

（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

株式の種類 前連結会計期間末 増加 減少 当連結会計期間末 

普通株式（株）  111,258,791 ─ ─ 111,258,791 

Ａ種優先株式（株） 8,333,000 ─ ─ 8,333,000 

Ｂ種優先株式（株） 8,333,000 ─ ─ 8,333,000 

Ｃ種優先株式（株） 16,667,000 ─ ─ 16,667,000 

Ｄ種優先株式（株） 16,667,000 ─ ─ 16,667,000 

Ｅ種優先株式（株） 20,000,000 ─ ─ 20,000,000 

合計 181,258,791 ─ ─ 181,258,791 

株式の種類 前連結会計期間末 増加 減少 当連結会計期間末 

普通株式（株）  158,407 17,765 1,172 175,000 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

（百万円） 

１株当たり配当額

（円） 
基準日 効力発生日 

平成18年6月29日 

定時株主総会 
Ａ種優先株式 55 6.62 平成18年3月31日 平成18年6月30日 

平成18年6月29日 

定時株主総会 
Ｂ種優先株式 55 6.62 平成18年3月31日 平成18年6月30日 

平成18年6月29日 

定時株主総会 
Ｃ種優先株式 110 6.62 平成18年3月31日 平成18年6月30日 

平成18年6月29日 

定時株主総会 
Ｄ種優先株式 110 6.62 平成18年3月31日 平成18年6月30日 

平成18年6月29日 

定時株主総会 
Ｅ種優先株式 1,212 60.62 平成18年3月31日 平成18年6月30日 

合計 ─ 1,543 ─ ─ ─ 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

（百万円） 
配当の原資 

１株当たり 

配当額（円） 
基準日 効力発生日 

平成19年6月28日 

定時株主総会 
普通株式 333 利益剰余金 3.00 平成19年3月31日 平成19年6月29日

平成19年6月28日 

定時株主総会 
Ａ種優先株式 67 利益剰余金 8.05 平成19年3月31日 平成19年6月29日

平成19年6月28日 

定時株主総会 
Ｂ種優先株式 67 利益剰余金 8.05 平成19年3月31日 平成19年6月29日

平成19年6月28日 

定時株主総会 
Ｃ種優先株式 134 利益剰余金 8.05 平成19年3月31日 平成19年6月29日

平成19年6月28日 

定時株主総会 
Ｄ種優先株式 134 利益剰余金 8.05 平成19年3月31日 平成19年6月29日

平成19年6月28日 

定時株主総会 
Ｅ種優先株式 1,241 利益剰余金 62.05 平成19年3月31日 平成19年6月29日

計 ─ 1,976 ─ ─ ─ ─ 



（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

（リース取引関係） 

次へ 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．現金及び現金同等物の中

間期末（期末）残高と連

結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関

係 

百万円 

（平成18年９月30日現在） 

現金及び預金勘定 21,823

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金等 
△2

現金及び現金同等物 21,820

百万円 

（平成19年９月30日現在） 

現金及び預金勘定 26,175

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金等 
△0

現金及び現金同等物 26,175

百万円 

（平成19年３月31日現在） 

現金及び預金勘定 55,750

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金等 
△0

現金及び現金同等物 55,749

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．リース物件

の所有権が

借主に移転

すると認め

られるもの

以外のファ

イナンス・

リース取引 

（借主側） 

(1）リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額、減損損失累

計額相当額および中間期末残高相

当額 

    （百万円）

 
車両運
搬具 

器具 
備品 

計 

取得価額相
当額 

54 282 337

減価償却累
計額相当額 

28 103 131

中間期末残
高相当額 

26 179 205

(1）リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額、減損損失累

計額相当額および中間期末残高相

当額 

    (百万円)

 
車両運
搬具 

器具
備品 

機械
装置 

計 

取得価額相
当額 

65 421 155 642 

減価償却累
計額相当額

24 172 25 223 

中間期末残
高相当額 

40 249 129 419 

(1）リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額、減損損失累

計額相当額および期末残高相当額 

  

    (百万円)

 
車両運
搬具 

器具
備品 

機械
装置 

計 

取得価額相
当額 

46 290 155 492 

減価償却累
計額相当額

22 128 12 163 

期末残高相
当額 

24 162 142 328 

  (2）未経過リース料中間期末残高相当

額等 

未経過リース料中間期末残高相当

額 

(2）未経過リース料中間期末残高相当

額等 

未経過リース料中間期末残高相当

額 

(2）未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

  １年以内   83百万円

１年超      121百万円

計      205百万円

１年以内   142百万円

１年超   276百万円

計   419百万円

１年以内   111百万円

１年超   217百万円

計   328百万円

  なお、取得価額相当額および未経

過リース料中間期末残高相当額

は、重要性が乏しいため利息相当

額の合理的な見積額を控除しない

方法によっております。 

同左 なお、取得価額相当額および未経

過リース料期末残高相当額は、重

要性が乏しいため利息相当額の合

理的な見積額を控除しない方法に

よっております。 

  (3）支払リース料、リース資産減損勘

定の取崩額、減価償却費相当額お

よび減損損失 

(3）支払リース料、リース資産減損勘

定の取崩額、減価償却費相当額お

よび減損損失 

(3）支払リース料、リース資産減損勘

定の取崩額、減価償却費相当額お

よび減損損失 

  支払リース料 45百万円

減価償却費相当額  45百万円

支払リース料 70百万円

減価償却費相当額 70百万円

支払リース料 102百万円

減価償却費相当額 102百万円

  (4）減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存

価格を零とする定額法によってお

ります。 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

   （減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失

はありません。  

 （減損損失について） 

同左 

 （減損損失について） 

同左 

２．オペレーテ

ィング・リ

ース取引 

（借主側） 

未経過リース料 

１年以内     124百万円

１年超     333百万円

計    457百万円

未経過リース料 

１年以内    63百万円

１年超   270百万円

計   333百万円

未経過リース料 

１年以内   70百万円

１年超   301百万円

計   372百万円



（有価証券関係） 

前中間連結会計期間末（平成18年９月30日） 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

 上記「国債・地方債等」は、投資その他の資産の「差入保証金」に計上しております。 

２．その他有価証券で時価のあるもの 

３．時価評価されていない主な「有価証券」（上記１を除く）の内容および中間連結貸借対照表計上額 

種類 

前中間連結会計期間末（平成18年９月30日） 

中間連結貸借対照表計
上額（百万円） 

時価（百万円） 差額（百万円） 

(1）国債・地方債等 7 7 － 

(2）社債 － － － 

(3）その他 － － － 

合計 7 7 － 

種類 

前中間連結会計期間末（平成18年９月30日） 

取得原価（百万円） 
中間連結貸借対照表計
上額（百万円） 

差額（百万円） 

(1）株式 219 367 147 

(2）債券       

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

(3）その他 － － － 

合計 219 367 147 

種類 
前中間連結会計期間末（平成18年９月30日） 

中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

(1）満期保有目的の債券  

非上場外国債券 － 

(2）その他有価証券  

非上場株式 56 

非上場優先出資 700 

非上場外国債券 － 



当中間連結会計期間末（平成19年９月30日） 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

 上記「国債・地方債等」は、投資その他の資産の「差入保証金」に計上しております。 

２．その他有価証券で時価のあるもの 

３．時価評価されていない主な「有価証券」（上記１を除く）の内容および中間連結貸借対照表計上額 

種類 

当中間連結会計期間末（平成19年９月30日） 

中間連結貸借対照表計
上額（百万円） 

時価（百万円） 差額（百万円） 

(1）国債・地方債等 7 7 － 

(2）社債 － － － 

(3）その他 － － － 

合計 7 7 － 

種類 

当中間連結会計期間末（平成19年９月30日） 

取得原価（百万円） 
中間連結貸借対照表計
上額（百万円） 

差額（百万円） 

(1）株式 72 106 34 

(2）債券       

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

(3）その他 － － － 

合計 72 106 34 

種類 
当中間連結会計期間末（平成19年９月30日） 

中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

(1）満期保有目的の債券  

非上場外国債券 － 

(2）その他有価証券  

非上場株式 56 

非上場優先出資 － 

非上場外国債券 － 



前連結会計年度末（平成19年３月31日） 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

 上記「国債・地方債等」は、投資その他の資産の「差入保証金」に計上しております。 

２．その他有価証券で時価のあるもの 

３．時価評価されていない主な「有価証券」（上記１を除く）の内容および連結貸借対照表計上額 

種類 

前連結会計年度末（平成19年３月31日） 

連結貸借対照表計上額 
（百万円） 

時価（百万円） 差額（百万円） 

(1）国債・地方債等 7 7 － 

(2）社債 － － － 

(3）その他 － － － 

合計 7 7 － 

種類 

前連結会計年度末（平成19年３月31日） 

取得原価（百万円） 
連結貸借対照表計上額 

（百万円） 
差額（百万円） 

(1）株式 72 165 93 

(2）債券       

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

(3）その他 － － － 

合計 72 165 93 

種類 
前連結会計年度末（平成19年３月31日） 

連結貸借対照表計上額（百万円） 

(1）満期保有目的の債券  

非上場外国債券 － 

(2）その他有価証券  

非上場株式 56 

非上場優先出資 － 

非上場外国債券 － 



（デリバティブ取引関係） 

 当社グループはデリバティブ取引は全く利用していないため、該当事項はありません。 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで） 

当中間連結会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで） 

 
不動産販売
事業 
（百万円） 

仲介事業 
（百万円） 

その他事業 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は 
全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高及び営業損益            

売上高            

(1）外部顧客に対する売上

高 
26,025 1,814 3,699 31,538 － 31,538 

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
－ 70 10 80 （    80) － 

計 26,025 1,884 3,709 31,619 （    80) 31,538 

営業費用 23,659 1,559 3,403 28,621 （    45) 28,575 

営業利益 2,365 325 306 2,997 （    34) 2,962 

 
不動産販売
事業 
（百万円） 

仲介事業 
（百万円） 

その他事業 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は 
全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高及び営業損益            

売上高            

(1）外部顧客に対する売上

高 
46,615 2,609 3,332 52,557 － 52,557 

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
－ 57 15 72 （    72) － 

計 46,615 2,666 3,348 52,630 （    72) 52,557 

営業費用 43,814 2,290 3,185 49,290 （    50) 49,239 

営業利益 2,801 376 162 3,340 （    22) 3,317 



前連結会計年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業区分は事業内容を勘案して、分類しております。 

２．各事業区分の主な内容 

不動産販売……………中高層住宅および宅地等の分譲 

仲   介……………不動産の売買仲介および賃貸斡旋 

そ  の  他……………オフィスビル等の賃貸およびレジャー施設の運営等 

３．前中間連結会計期間、当中間連結会計期間および前連結会計年度における営業費用のうち、消去又は全社の

項目に含めた配賦不能営業費用はありません。 

４．会計方針の変更 

（前中間連結会計期間） 

仲介・販売代理に関する収益計上基準については、従来、対象不動産の売買契約時に収益を計上しておりま

したが、不動産の仲介・販売代理業務については、当事者間の契約成立から取引完了までの責任を負うとい

う観点から、収益をより適正に計上し、財政状態をより適正に表示するため、仲介・販売代理対象不動産の

引渡しが完了した時に収益を計上する方法に変更いたしました。 

この変更により仲介事業の売上高は314百万円、営業利益は295百万円減少しております。なお、仲介事業以

外の事業についてはセグメント情報に与える影響はございません。 

（前連結会計年度） 

仲介・販売代理に関する収益計上基準については、従来、対象不動産の売買契約時に収益を計上しておりま

したが、不動産の仲介・販売代理業務については、当事者間の契約成立から取引完了までの責任を負うとい

う観点から、収益をより適正に計上し、財政状態をより適正に表示するため、当連結会計年度において仲

介・販売代理対象不動産の引渡しが完了したときに収益を計上する方法に変更いたしました。 

この変更により仲介事業における営業収入は474百万円、営業利益は320百万円減少しております。 

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）、当中間連結会計期間（平成19年４月１

日から平成19年９月30日まで）および前連結会計年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）におい

て、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はございません。 

【海外売上高】 

前中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）、当中間連結会計期間（平成19年４月１

日から平成19年９月30日まで）および前連結会計年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）におい

て、海外売上高がないため該当事項はございません。 

 
不動産販売
事業 
（百万円） 

仲介事業 
（百万円） 

その他事業 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は 
全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高及び営業損益            

売上高            

(1）外部顧客に対する売上

高 
131,418 4,239 8,151 143,809 － 143,809 

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
－ 163 21 185 （   185) － 

計 131,418 4,403 8,173 143,995 （   185) 143,809 

営業費用 115,398 3,233 7,117 125,749 （   282) 125,466 

営業利益 16,020 1,170 1,055 18,246 97 18,343 



（企業結合等関係） 

前中間連結会計期間（平成18年4月1日から平成18年9月30日まで） 

 内容につきましては、「第５ 経理の状況 １．中間連結財務諸表等 中間連結財務諸表作成のための基本と

なる重要な事項の変更」に記載のとおりであります。 

当中間連結会計期間（平成19年4月1日から平成19年9月30日まで） 

該当事項はありません。 

前連結会計年度（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで） 

 内容につきましては、「第５ 経理の状況 １．中間連結財務諸表等 中間連結財務諸表作成のための基本と

なる重要な事項の変更」に記載のとおりであります。 

（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益および潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎 

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１．１株当たり純資産額    △177円22銭       △93円91銭      △94円20銭 

２．１株当たり中間 

（当期）純利益 
     8円85銭       5円16銭        92円20銭 

３．潜在株式調整後１株

当たり中間（当期）

純利益 

    6円84銭      4円55銭      45円01銭 

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日)

１株当たり中間（当期）純利益       

中間（当期）純利益（百万円） 1,805 1,246 11,885 

普通株主に帰属しない金額（百万円）  821  673       1,643 

（うち優先株式配当見込額）（百万円） （821） （673） （1,643） 

普通株式に係る中間（当期）純利益

（百万円） 
983 573 10,242 

普通株式の期中平均株式数（千株） 111,096 111,077 111,091 

        

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純

利益 
      

中間（当期）純利益調整額（百万円） ─ ─ ─ 

普通株式増加数（千株）        153,007 163,126 153,007 

（うち優先株式）（千株） （153,007） （163,126） （153,007） 



（重要な後発事象） 

(2）【その他】 

 該当事項はありません。 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

────── ────── １．平成19年５月17日開催の取締役会決議に

基づき、下記条件の無担保普通社債を発

行いたしました。 

第２回普通社債 

① 発行会社  藤和不動産株式会社 

② 発行総額  10,000百万円 

③ 発行価額  額面金額の100.0％  

④ 利率    年2.29％ 

⑤ 払込期日  平成19年６月26日 

⑥ 償還期限  平成22年６月25日 

⑦ 資金の使途 運転資金 

    第３回普通社債 

① 発行会社  藤和不動産株式会社 

② 発行総額  10,000百万円  

③ 発行価額  額面金額の100.0％ 

④ 利率    年2.77％ 

⑤ 払込期日  平成19年６月26日 

⑥ 償還期限  平成24年６月26日 

⑦ 資金の使途 運転資金 

  

────── ────── ２．平成19年６月21日開催の取締役会におい

て、藤和不動産株式会社発行の優先株式

の取得および消却を下記のとおり実施す

ることを決議いたしました。 
  

取得および消却の内容 
  
① 取得株式の種類   

藤和不動産株式会社 Ｅ種優先株式

② 取得する株式の総数 7,610,000株

（Ｅ種優先株式の発行済総数に対する割合 

38.05％)

③ 株式の取得価額の総額 

  

4,742百万円

（上限）

④ 取得予定日 平成19年８月１日

⑤ 消却予定日 平成19年８月１日



２【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

   
前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成19年９月30日） 
前事業年度末の要約貸借対照表

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）                    
Ⅰ 流動資産                    
１．現金及び預金   20,397     25,537     53,844    
２．営業未収入金   191     267     596    
３．販売用土地建物 ※１ 2,458     3,897     1,886    
４．仕掛土地建物 ※２ 83,369     78,442     76,283    
５．材料土地 ※３ 40,548     69,405     53,258    
６．短期貸付金   8,830     8,481     8,628    
７．繰延税金資産   8,931     7,193     7,605    
８．その他   10,459     10,225     11,354    
９．貸倒引当金   △663     △2,029     △2,033    
流動資産合計     174,523 80.9   201,422 85.0   211,424 85.5 

Ⅱ 固定資産                    
１．有形固定資産                    
(1）建物 ※４ 1,772     2,014     2,074    
(2）土地 ※５ 22,277     22,004     22,004    
(3）その他 ※６ 135     139     154    
有形固定資産合計     24,185 11.2   24,158 10.2   24,233 9.8 

２．無形固定資産 ※７   90 0.0   83 0.0   89 0.1 

３．投資その他の資産                    
(1）投資有価証券 ※８ 9,422     8,461     8,520    
(2）長期貸付金   131     115     130    
(3）破産債権・更生債権そ

の他これらに準ずる債
権 

  753     753     753    

(4）繰延税金資産   139     ─     ─    
(5）その他   7,854     3,145     3,262    
(6）貸倒引当金   △1,293     △1,229     △1,233    
投資その他の資産合計     17,009 7.9   11,246 4.8   11,433 4.6 

固定資産合計     41,284 19.1   35,489 15.0   35,756 14.5 

資産合計     215,807 100.0   236,911 100.0   247,180 100.0 

 



   
前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成19年９月30日） 
前事業年度末の要約貸借対照表

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）                    
Ⅰ 流動負債                    
１．支払手形 ※９ 9,525     13,375     35,150    
２．営業未払金   1,170     1,283     1,930    
３．短期借入金 ※10 71,902     67,589     43,827    
４．未払法人税等   29     54     54    
５．預り金   1,046     1,691     3,019    
６．賞与引当金   367     448     448    
７．その他   12,743     9,904     21,752    
流動負債合計     96,785 44.8   94,347 39.8   106,184 43.0 

Ⅱ 固定負債                    
１．社債   10,000     30,000     10,000    
２．長期借入金 ※11 81,858     82,753     94,922    
３．退職給付引当金   1,473     1,373     1,447    
４．繰延税金負債   ─     13     37    
５．その他   1,815     956     1,402    
固定負債合計     95,146 44.1   115,097 48.6   107,809 43.6 

負債合計     191,932 88.9   209,445 88.4   213,993 86.6 
         
（純資産の部）                    

Ⅰ 株主資本                    

１．資本金     12,641 5.8   12,641 5.3   12,641 5.1

２．資本剰余金                    
資本準備金   50     50     50    
その他資本剰余金   9,451     4,719     9,451    
資本金及び資本準備金
減少差益   9,449     4,719     9,449    

自己株式処分差益   1     ─     1    

資本剰余金合計     9,501 4.4   4,769 2.0   9,501 3.8

３．利益剰余金                    
利益準備金   154     352     154    
その他利益剰余金   1,525     9,728     10,874    
繰越利益剰余金   1,525     9,728     10,874    

利益剰余金合計     1,679 0.8   10,081 4.3   11,029 4.5

４．自己株式     △34 △0.0   △46 △0.0   △40 △0.0

株主資本合計     23,787 11.0   27,445 11.6   33,131 13.4 

Ⅱ 評価・換算差額等                    
１．その他有価証券評価差額

金     87 0.1   20 0.0   55 0.0

評価・換算差額等合計     87 0.1   20 0.0   55 0.0 

純資産合計     23,875 11.1   27,466 11.6   33,187 13.4 

負債純資産合計     215,807 100.0   236,911 100.0   247,180 100.0 



②【中間損益計算書】 

   
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 営業収入     27,661 100.0   47,476 100.0   134,705 100.0 

Ⅱ 営業原価     20,905 75.6   37,654 79.3   102,647 76.2 

売上総利益     6,755 24.4   9,821 20.7   32,058 23.8 

Ⅲ 販売費及び一般管理
費     4,014 14.5   6,691 14.1   14,868 11.0 

営業利益     2,741 9.9   3,130 6.6   17,190 12.8 

Ⅳ 営業外収益                    

１．受取利息   147     179     294    

２．受取配当金   515     1     517    

３．雑収入   50 713 2.6 35 215 0.4 79 891 0.6 

Ⅴ 営業外費用                    

１．支払利息   1,218     1,672     2,818    

２．雑損失   75 1,293 4.7 185 1,858 3.9 441 3,259 2.4 

経常利益     2,161 7.8   1,488 3.1   14,822 11.0 

Ⅵ 特別利益     53 0.2   13 0.0   124 0.1 

Ⅶ 特別損失 ※１   706 2.6   54 0.1   2,558 1.9 

税引前中間（当
期）純利益     1,507 5.4   1,447 3.0   12,389 9.2 

法人税、住民税及
び事業税   6   6   13  

法人税等調整額   △24 △17 △0.1 412 418 0.8 1,501 1,514 1.1 

中間（当期）純利
益     1,525 5.5   1,028 2.2   10,874 8.1 

                     



③【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間（自平成 18年 4月 1日 至平成 18年 9月 30日） 

 

（注）平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  株主資本 

  

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本
合計 

  
資本準備
金 

その他資
本剰余金 

資本剰余
金合計 

利益準備
金 

その他利益
剰余金 

利益剰余
金合計 

  繰越利益
剰余金 

平成 18年 3月 31日 残高 

（百万円） 
12,641 50 22,605 22,655 0 △11,456 △11,456 △29 23,811 

中間会計期間中の変動額                  

剰余金の配当    （注）     △1,543 △1,543         △1,543 

その他資本剰余金取崩（注）     △11,456 △11,456   11,456 11,456   ─ 

利益準備金繰入   （注）     △154 △154 154   154   ─ 

中間純利益           1,525 1,525   1,525 

自己株式処分差益     0 0         0 

自己株式の取得               △5 △5 

自己株式の処分               0 0 

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額） 
                ─ 

中間会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
─ ─ △13,154 △13,154 154 12,981 13,136 △5 △24 

平成 18年 9月 30日 残高 

（百万円） 
12,641 50 9,451 9,501 154 1,525 1,679 △34 23,787 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券
評価差額金 

評価・換算差額
等合計 

平成 18年 3月 31日 残高 

（百万円） 
114 114 23,926 

中間会計期間中の変動額      

剰余金の配当    （注）     △1,543 

その他資本剰余金取崩（注）     ─ 

利益準備金繰入   （注）     ─ 

中間純利益     1,525 

自己株式処分差益     0 

自己株式の取得     △5 

自己株式の処分     0 

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額） 
△27 △27 △27 

中間会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
△27 △27 △51 

平成 18年 9月 30日 残高 

（百万円） 
87 87 23,875 



当中間会計期間（自平成 19年 4月 1日 至平成 19年 9月 30日） 

 

  株主資本 

  

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本
合計 

  
資本準備
金 

その他資
本剰余金 

資本剰余
金合計 

利益準備
金 

その他利益
剰余金 

利益剰余
金合計 

  繰越利益
剰余金 

平成 19年 3月 31日 残高 

（百万円） 
12,641 50 9,451 9,501 154 10,874 11,029 △40 33,131 

中間会計期間中の変動額                  

剰余金の配当           △1,976 △1,976   △1,976 

利益準備金繰入         197 △197 ─   ─ 

中間純利益           1,028 1,028   1,028 

自己株式の取得               △4,738 △4,738 

自己株式の処分     0 0       0 0 

自己株式の消却     △4,731 △4,731       4,731 ─ 

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額） 
                ─ 

中間会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
─ ─ △4,731 △4,731 197 △1,146 △948 △6 △5,686 

平成 19年 9月 30日 残高 

（百万円） 
12,641 50 4,719 4,769 352 9,728 10,081 △46 27,445 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券
評価差額金 

評価・換算差額
等合計 

平成 19年 3月 31日 残高 

（百万円） 
55 55 33,187 

中間会計期間中の変動額      

剰余金の配当     △1,976 

利益準備金繰入     ─ 

中間純利益     1,028 

自己株式の取得     △4,738 

自己株式の処分     0 

自己株式の消却     ─ 

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額） 
△34 △34 △34 

中間会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
△34 △34 △5,721 

平成 19年 9月 30日 残高 

（百万円） 
20 20 27,466 



前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成 18年 4月 1日 至平成 19年 3月 31日） 

 

（注）平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  株主資本 

  

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本
合計 

  
資本準備
金 

その他資
本剰余金 

資本剰余
金合計 

利益準備
金 

その他利益
剰余金 

利益剰余
金合計 

  繰越利益
剰余金 

平成 18年 3月 31日 残高 

（百万円） 
12,641 50 22,605 22,655 0 △11,456 △11,456 △29 23,811 

事業年度中の変動額                  

剰余金の配当    （注）     △1,543 △1,543         △1,543 

その他資本剰余金取崩（注）     △11,456 △11,456   11,456 11,456   ─ 

利益準備金繰入   （注）     △154 △154 154   154   ─ 

当期純利益           10,874 10,874   10,874 

自己株式処分差益     0 0         0 

自己株式の取得               △11 △11 

自己株式の処分               0 0 

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額） 
                ─ 

事業年度中の変動額合計 

（百万円） 
─ ─ △13,154 △13,154 154 22,331 22,485 △11 9,320 

平成 19年 3月 31日 残高 

（百万円） 
12,641 50 9,451 9,501 154 10,874 11,029 △40 33,131 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券
評価差額金 

評価・換算差額
等合計 

平成 18年 3月 31日 残高 

（百万円） 
114 114 23,926 

事業年度中の変動額      

剰余金の配当    （注）     △1,543 

その他資本剰余金取崩（注）     ─ 

利益準備金繰入   （注）     ─ 

当期純利益     10,874 

自己株式処分差益     0 

自己株式の取得     △11 

自己株式の処分     0 

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額） 
△59 △59 △59 

事業年度中の変動額合計 

（百万円） 
△59 △59 9,260 

平成 19年 3月 31日 残高 

（百万円） 
55 55 33,187 



（中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項） 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

(1）有価証券 

満期保有目的の債券 

…償却原価法（定額法） 

(1）有価証券 

満期保有目的の債券 

同左 

(1）有価証券 

満期保有目的の債券 

同左 

  子会社株式および関連会社株

式 

…移動平均法による原価法 

子会社株式および関連会社株

式 

同左 

子会社株式および関連会社株

式 

同左 

  その他有価証券 

時価のあるもの 

…中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差

額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は

移動平均法により算定） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

その他有価証券 

時価のあるもの 

…決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は

全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動

平均法により算定） 

  時価のないもの 

…移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

  (2）デリバティブ 

時価法 

(2）デリバティブ 

同左 

(2）デリバティブ 

同左 

  (3）たな卸資産 

個別法による原価法 

(3）たな卸資産 

同左 

(3）たな卸資産 

同左 

     
２．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

 賃貸用ビルは定額法、その他

は定率法を採用しております。 

 ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（附属設備を

除く）については定額法を採用

しております。 

 なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

(1）有形固定資産 

 賃貸用ビルは定額法、その他

は定率法を採用しております。 

 ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（附属設備を

除く）については定額法を採用

しております。 

 なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

(1）有形固定資産 

 賃貸用ビルは定額法、その他

は定率法を採用しております。 

 ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（附属設備を

除く）については定額法を採用

しております。 

 なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

  建物 ３年～50年

有形固定資産その他 ２年～50年

建物 ３年～50年

有形固定資産その他 ２年～50年

建物 ３年～50年

有形固定資産その他 ２年～50年

    (会計方針の変更） 

 法人税法の改正に伴い、当中

間会計期間より、平成19年4月1

日以降に取得した有形固定資産

について、改正後の法人税法に

基づく減価償却の方法に変更し

ております。 

 これによる損益に与える影響

額は軽微であります。 

(追加情報） 

 法人税法の改正に伴い、平成

19年3月31日以前に取得した有形

固定資産については、改正前の

法人税法に基づく減価償却の方

法の適用により、取得価額の

５％に到達した事業年度の翌事

業年度より、取得価額の５％相

当額と備忘価額との差額を５年

間にわたり均等償却し、減価償

却費に含めて計上しておりま

す。 

 これによる損益に与える影響

額は軽微であります。 

 

 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

  (2）無形固定資産 

 定額法を採用しております。 

 なお、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における利

用可能期間（５年）に基づく定

額法を採用しております。 

(2）無形固定資産 

同左 

(2）無形固定資産 

同左 

３．繰延資産の処理方法 (1）社債発行費 

 支出時に全額費用として処理

しております。 

(1）社債発行費 

同左 

(1）社債発行費 

同左 

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 売掛債権、貸付金等の貸倒損

失に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上しており

ます。 

(1）貸倒引当金 

同左 

(1）貸倒引当金 

同左 

  (2）投資損失引当金 

 関係会社等への投資に対する

損失に備えるため、関係会社等

の資産内容等を検討して損失見

込額を計上しております。 

(2）投資損失引当金 

同左 

(2）投資損失引当金 

同左 

  (3）賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、支給見込

額のうち当中間会計期間負担分

を計上しております。 

(3）賞与引当金 

同左 

(3）賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、支給見込

額のうち当期負担分を計上して

おります。 

  (4）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務および年金資産の見込

額に基づき、当中間会計期間末

において発生していると認めら

れる額を計上しております。 

 なお、会計基準変更時差異に

ついては、15年による按分額を

費用処理しております。 

(4）退職給付引当金 

同左 

(4）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務および年金資産の見込

額に基づき計上しております。 

 なお、会計基準変更時差異に

ついては、15年による按分額を

費用処理しております。 

   過去勤務債務は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（10年）による

定額法により費用計上しており

ます。 

   過去勤務債務は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（10年）による

定額法により費用計上しており

ます。 

   数理計算上の差異は、各事業

年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の

年数（10年）による定額法によ

り按分した額をそれぞれ発生の

翌事業年度から費用処理するこ

ととしております。 

   数理計算上の差異は、各事業

年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の

年数（10年）による定額法によ

り按分した額をそれぞれ発生の

翌事業年度から費用処理するこ

ととしております。 

５．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によ

っております。 

同左 同左 

 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

６．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項 

(1）消費税等の会計処理 

 税抜方式を採用しておりま

す。また控除対象外消費税等は

「販売費及び一般管理費」（租

税公課、交際費）ならびに投資

その他の資産の「その他」（繰

延消費税等）に計上し、繰延消

費税等については法人税法に定

める期間により償却しておりま

す。 

(1）消費税等の会計処理 

同左 

(1）消費税等の会計処理 

同左 



（中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更）  

（表示方法の変更） 

前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

（仲介・販売代理に関する収益計上基準） 

 仲介・販売代理に関する収益計上基準につ

いては、従来、対象不動産の売買契約時に収

益を計上しておりましたが、不動産の仲介・

販売代理業務については、当事者間の契約成

立から取引完了までの責任を負うという観点

から、収益をより適正に計上し、財政状態を

より適正に表示するため、当中間会計期間に

おいて仲介・販売代理対象不動産の引渡しが

完了した時に収益を計上する方法に変更いた

しました。 

 この変更により営業収入は103百万円、営

業利益・経常利益・税引前中間純利益は97百

万円減少しております。 

───── （仲介・販売代理に関する収益計上基準） 

  仲介・販売代理に関する収益計上基準につ

いては、従来、対象不動産の売買契約時に収

益を計上しておりましたが、不動産の仲介・

販売代理業務については、当事者間の契約成

立から取引完了までの責任を負うという観点

から、収益をより適正に計上し、財政状態を

より適正に表示するため、当事業年度におい

て仲介・販売代理対象不動産の引渡しが完了

したときに収益を計上する方法に変更いたし

ました。 

  この変更により営業収入は68百万円、営業

利益・経常利益・税引前当期純利益は61百万

円減少しております。 

     
（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準） 

 当中間会計期間より「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準」（企業会計基

準委員会 平成17年12月9日 企業会計基準

第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準の適用指針」（企業会計

基準委員会 平成17年12月9日 企業会計基

準適用指針第８号）を適用しております。こ

れまでの資本の部の合計に相当する金額は

23,875百万円であります。 

 なお、当中間会計期間における中間貸借対

照表の純資産の部については、中間財務諸表

等規則の改正に伴い、改正後の中間財務諸表

等規則により作成しております。 

───── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準） 

  当事業年度より「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準」（企業会計基準委

員会 平成17年12月9日 企業会計基準第５

号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等の適用指針」（企業会計基

準委員会 平成17年12月9日 企業会計基準

適用指針第８号）を適用しております。これ

までの資本の部の合計に相当する金額は

33,187百万円であります。 

  なお、当事業年度における貸借対照表の純

資産の部については、財務諸表等規則の改正

に伴い、改正後の財務諸表等規則により作成

しております。 

     
（企業結合に係る会計基準） 

 当中間会計期間より「企業結合に係る会計

基準」（企業会計審議会 平成15年10月31

日）及び「事業分離等に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 平成17年12月27日 

企業会計基準第7号）並びに「企業結合会計

基準及び事業分離等会計基準に関する適用指

針」（企業会計基準委員会 平成17年12月27

日 企業会計基準適用指針第10号）を適用し

ております。 

 詳細は「第5 経理の状況 1.中間連結財務

諸表等 中間連結財務諸表作成のための基本

となる重要な事項の変更」に記載のとおりで

あります。 

───── （企業結合に係る会計基準） 

 当事業年度より「企業結合に係る会計基

準」（企業会計審議会 平成15年10月31日）

及び「事業分離等に関する会計基準」（企業

会計基準委員会 平成17年12月27日 企業会

計基準第7号）並びに「企業結合会計基準及

び事業分離等会計基準に関する適用指針」

（企業会計基準委員会 平成17年12月27日 

企業会計基準適用指針第10号）を適用してお

ります。 

 詳細は「第5 経理の状況 1.中間連結財務

諸表等 中間連結財務諸表作成のための基本

となる重要な事項の変更」に記載のとおりで

あります。 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

（中間損益計算書関係）  前中間会計期間まで営業外収益の「雑収

入」に含めて表示していた「受取配当金」は

当中間会計期間において重要性が増したた

め、区分掲記しております。 

 なお、前中間会計期間の「受取配当金」の

金額は、2百万円であります。 

───── 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

項目 
前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成19年９月30日） 
前事業年度末 

（平成19年３月31日） 

１．有形固定資産の減価償却

累計額 

百万円 

3,505 

百万円 

3,658 

百万円 

3,574 

２．差入担保資産  （注） 百万円 

※１． 販売用土地建物 ─

※２． 仕掛土地建物 54,703

※３． 材料土地 21,042

※４． 建物 1,613

※５． 土地 22,272

※６． 有形固定資産その

他 
1

※７． 無形固定資産 4

※８． 投資有価証券 165

  計 99,803

百万円 

※１．販売用土地建物 49

※２．仕掛土地建物 50,028

※３．材料土地 38,940

※４．建物 1,872

※５．土地 21,999

※６．有形固定資産その

他 
1

※７．無形固定資産 4

※８．投資有価証券 105

  計 113,001

百万円 

※１．販売用土地建物 23

※２．仕掛土地建物 42,318

※３．材料土地 38,352

※４．建物 1,924

※５．土地 21,999

※６．有形固定資産その

他 
1

※７．無形固定資産 4

※８．投資有価証券 163

  計 104,787

３．担保付借入金  （注） 百万円 

（注）上記２及び３には、共同事

業において債権と債務が他の者に

移転していると認められない取引

については売却処理せず中間貸借

対照表上に計上されている販売用

不動産1,826百万円、長期借入金

1,826百万円が含まれておりま

す。 

※10． 短期借入金 63,070

※11． 長期借入金 75,626

  計 138,696

百万円 

（注）上記２及び３には、共同事

業において債権と債務が他の者に

移転していると認められない取引

については売却処理せず中間貸借

対照表上に計上されている販売用

不動産1,826百万円、短期借入金

1,826百万円が含まれておりま

す。 

※10．短期借入金 66,437

※11．長期借入金 79,585

  計 146,023

百万円 

（注）上記２及び３には、共同事

業において債権と債務が他の者に

移転していると認められない取引

については売却処理せず貸借対照

表上に計上されている販売用不動

産1,826百万円、一年以内返済長期

借入金1,426百万円、長期借入金

400百万円が含まれております。 

※10．短期借入金 41,649

※11．長期借入金 92,522

  計 134,171

４．保証債務 百万円 百万円 百万円 

(1）ゴルフローン連帯保証

債務 

(2）提携つなぎローンの連

帯保証債務 

(3）顧客住宅ローンの連帯

保証債務 

(4）提携ローン登記終了ま

での連帯保証債務 

   
389

   
29

   
127

   
2,249

   
保証債務合計 2,795

   
281

   
─

   
111

   
9,149

   
保証債務合計 9,542

   
328

   
5,720

   
114

   
10,978

   
保証債務合計 17,142

５．中間期末日満期手形  中間会計期間末日満期手形の会

計処理については、手形交換日を

もって決済処理しております。な

お、当中間会計期間の末日は金融

機関の休日であったため、次の中

間会計期間末日満期手形が中間会

計期間末残高に含まれておりま

す。 

百万円 

※９． 支払手形 973

 中間会計期間末日満期手形の会

計処理については、手形交換日を

もって決済処理しております。な

お、当中間会計期間の末日は金融

機関の休日であったため、次の中

間会計期間末日満期手形が中間会

計期間末残高に含まれておりま

す。 

百万円 

※９．支払手形 2,003

 期末日満期手形の会計処理につ

いては、手形交換日をもって決済

処理をしております。なお、当事

業年度の末日は金融機関の休日で

あったため、次の事業年度末日満

期手形が事業年度末残高に含まれ

ております。 

百万円 

※９．支払手形 253

６．消費税等の取扱い  仮払消費税等および仮受消費税

等は相殺のうえ、流動資産の「そ

の他」に含めて表示しておりま

す。 

 なお、控除対象外消費税等は、

投資その他の資産の「その他」に

含めて表示しております。 

同左 ───── 



（中間損益計算書関係） 

（中間株主資本等変動計算書関係） 

前中間会計期間（平成18年4月1日から平成18年9月30日まで） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（変動事由の概要） 

増加数の内訳は次の通りであります。 

単元未満株式の買取による増加 8,595株 

減少数の内訳は次の通りであります。 

単元未満株式の売渡による減少   290株 

当中間会計期間（平成19年4月1日から平成19年9月30日まで） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（変動事由の概要） 

普通株式の自己株式の株式数の増加14,391株は、単元未満株式の買取によるものであります。 

普通株式の自己株式の株式数の減少807株は、単元未満株式の売渡によるものであります。 

Ｅ種優先株式の自己株式の株式数の増加および減少は、平成19年6月21日開催の取締役会決議に基づき、

平成19年8月1日に取得し消却したことによるものであります。 

前事業年度（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（変動事由の概要） 

増加数の内訳は次の通りであります。 

単元未満株式の買取による増加      17,765株 

減少数の内訳は次の通りであります。 

単元未満株式の売渡による減少       1,172株 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．特別損失の主要項目※１ 百万円 百万円 百万円 

サブリース解約等損失     654     ─     654

２．減価償却実施額 百万円 百万円 百万円 

有形固定資産 

無形固定資産 

    90

     8

    84

    6

    177

    16

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式（株）  158,407 8,595 290 166,712 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式（株）  175,000 14,391 807 188,584 

Ｅ種優先株式（株）  ─ 7,610,000 7,610,000 ─ 

合計（株）  175,000 7,624,391 7,610,807 188,584 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式（株）  158,407 17,765 1,172 175,000 



（リース取引関係） 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．リース物件

の所有権が

借主に移転

すると認め

られるもの

以外のファ

イナンス・

リース取引

（借主側） 

(1）リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額、減損損失累

計額相当額および中間期末残高相

当額 

    (百万円)

 
車両運
搬具 

器具
備品 

計 

取得価額相
当額 

35 177 212 

減価償却累
計額相当額 

11 64 75 

中間期末残
高相当額 

23 113 137 

(1）リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額、減損損失累

計額相当額および中間期末残高相

当額 

    （百万円）

 
車両運
搬具 

器具 
備品 

計 

取得価額相
当額 

43 184 227

減価償却累
計額相当額

20 100 120

中間期末残
高相当額 

23 84 107

(1）リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額、減損損失累

計額相当額および期末残高相当額 

  

    （百万円）

 
車両運
搬具 

器具 
備品 

計 

取得価額相
当額 

39 190 229

減価償却累
計額相当額 

15 80 96

期末残高相
当額 

23 109 133

  (2）未経過リース料中間期末残高相当

額等 

未経過リース料中間期末残高相当

額 

(2）未経過リース料中間期末残高相当

額等 

未経過リース料中間期末残高相当

額 

(2）未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

  １年以内     54百万円

１年超     82百万円

計      137百万円

１年以内  59百万円

１年超   48百万円

計   107百万円

１年以内   59百万円

１年超   74百万円

計   133百万円

   なお、取得価額相当額および未

経過リース料中間期末残高相当額

は、重要性が乏しいため利息相当

額の合理的な見積額を控除しない

方法によっております。 

同左  なお、取得価額相当額および未

経過リース料期末残高相当額は、

重要性が乏しいため利息相当額の

合理的な見積額を控除しない方法

によっております。 

  (3）支払リース料、リース資産減損勘

定の取崩額、減価償却費相当額お

よび減損損失 

(3）支払リース料、リース資産減損勘

定の取崩額、減価償却費相当額お

よび減損損失 

(3）支払リース料、リース資産減損勘

定の取崩額、減価償却費相当額お

よび減損損失 

  支払リース料   27百万円

減価償却費相当額   27百万円

支払リース料 30百万円

減価償却費相当額 30百万円

支払リース料 56百万円

減価償却費相当額 56百万円

  (4）減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によって

おります。 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

   （減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損

失はありません。  

 （減損損失について） 

同左 

 （減損損失について） 

同左 

２．オペレーテ

ィング・リ

ース取引

（借主側） 

未経過リース料 

１年以内      124百万円

１年超   333百万円

計   457百万円

未経過リース料 

１年以内  63百万円

１年超   270百万円

計   333百万円

未経過リース料 

１年以内   70百万円

１年超   301百万円

計   372百万円



（有価証券関係） 

 前中間会計期間、当中間会計期間および前事業年度のいずれにおいても子会社株式および関連会社株式で時価の

あるものはありません。 

（企業結合等関係） 

前中間会計期間（平成18年4月1日から平成18年9月30日まで） 

 内容につきましては、「第５ 経理の状況 １．中間連結財務諸表等 中間連結財務諸表作成のための基本と

なる重要な事項の変更」に記載のとおりであります。 

当中間会計期間（平成19年4月1日から平成19年9月30日まで） 

 該当事項はありません。 

前事業年度（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで） 

 内容につきましては、「第５ 経理の状況 １．中間連結財務諸表等 中間連結財務諸表作成のための基本と

なる重要な事項の変更」に記載のとおりであります。 

（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益および潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．１株当たり純資産額 △170円55銭     △95円80銭    △94円13銭 

２．１株当たり中間（当

期）純利益 
  ６円33銭    ３円20銭   83円09銭 

３．潜在株式調整後１株当

たり中間（当期）純利

益 

 ５円77銭   ３円75銭   41円18銭 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日)

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日)

１株当たり中間(当期)純利益       

中間(当期)純利益(百万円) 1,525 1,028 10,874 

普通株主に帰属しない金額(百万円) 821 673       1,643 

（うち優先株式配当見込額）（百万円） （821） （673） （1,643） 

普通株式に係る中間(当期)純利益(百万

円) 
703 355 9,231 

普通株式の期中平均株式数(千株) 111,096 111,077 111,091 

        

潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利

益 

      

中間(当期)純利益調整額(百万円) ─ ─ ─ 

普通株式増加数(千株)         153,007 163,126 153,007 

（うち優先株式）(千株)  (153,007)   (163,126)  (153,007) 



（重要な後発事象） 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

────── ────── １．平成19年５月17日開催の取締役会決議に

基づき、下記条件の無担保普通社債を発

行いたしました。 

第２回普通社債 

① 発行総額  10,000百万円 

② 発行価額  額面金額の100.0％  

③ 利率    年2.29％ 

④ 払込期日  平成19年６月26日 

⑤ 償還期限  平成22年６月25日 

⑥ 資金の使途 運転資金 

    第３回普通社債 

① 発行総額  10,000百万円 

② 発行価額  額面金額の100.0％ 

③ 利率    年2.77％ 

④ 払込期日  平成19年６月26日 

⑤ 償還期限  平成24年６月26日 

⑥ 資金の使途 運転資金 

  

────── ────── ２．平成19年６月21日開催の取締役会におい

て、当社発行の優先株式の取得および消

却を下記のとおり実施することを決議い

たしました。 
  

取得および消却の内容 
  
① 取得株式の種類   

藤和不動産株式会社 Ｅ種優先株式

② 取得する株式の総数 7,610,000株

（Ｅ種優先株式の発行済総数に対する割合 

38.05％)

③ 株式の取得価額の総額 

  

4,742百万円

（上限）

④ 取得予定日 平成19年８月１日

⑤ 消却予定日 平成19年８月１日



(2）【その他】 

 記載すべき事項はありません。 



第６【提出会社の参考情報】 

 当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。 

(1）発行登録追補書類 

 平成19年６月19日関東財務局長に提出 

(2）有価証券報告書及びその添付書類 

 事業年度（第52期）（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日）平成19年６月28日関東財務局長に提出 

(3）訂正発行登録書 

平成19年６月28日関東財務局長に提出 

(4）訂正報告書 

 平成19年８月10日関東財務局長に提出 

 事業年度（第52期）（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日）の有価証券報告書に係る訂正報告書であり

ます。 

(5）訂正発行登録書 

 平成19年８月10日関東財務局長に提出 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独立監査人の中間監査報告書

藤和不動産株式会社      

取締役会 御中  

    平成１８年１２月１４日    

  東陽監査法人  

 
指定社員
業務執行社員

  公認会計士 赤井 則夫  印 

 
指定社員
業務執行社員

  公認会計士 吉田 正史  印 

 
指定社員
業務執行社員

  公認会計士 浅山 英夫  印 

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている藤

和不動産株式会社の平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成１８

年４月１日から平成１８年９月３０日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益

計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間

連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明す

ることにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に

応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠して、藤和不動産株式会社及び連結子会社の平成１８年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了す

る中間連結会計期間（平成１８年４月１日から平成１８年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況

に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

追記情報 

（中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更）に記載されているとおり、会社は、当中間連結会計期

間から仲介・販売代理に関する収益計上基準を対象不動産の売買契約時に収益を計上する方法から、引渡しが完了した

時に収益を計上する方法に変更している。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

（注）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。 



独立監査人の中間監査報告書

藤和不動産株式会社      

取締役会 御中  

    平成１９年１２月１３日    

  東陽監査法人  

 
指定社員
業務執行社員

  公認会計士 吉田 正史  印 

 
指定社員
業務執行社員

  公認会計士 浅山 英夫  印 

 当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れている藤和不動産株式会社の平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日までの連結会計年度の中間連結会計期間

（平成１９年４月１日から平成１９年９月３０日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中

間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行っ

た。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する

意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に

応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠して、藤和不動産株式会社及び連結子会社の平成１９年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了す

る中間連結会計期間（平成１９年４月１日から平成１９年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況

に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

（注）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。 



独立監査人の中間監査報告書

藤和不動産株式会社      

取締役会 御中  

    平成１８年１２月１４日    

  東陽監査法人  

 
指定社員
業務執行社員

  公認会計士 赤井 則夫  印 

 
指定社員
業務執行社員

  公認会計士 吉田 正史  印 

 
指定社員
業務執行社員

  公認会計士 浅山 英夫  印 

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている藤

和不動産株式会社の平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの第５２期事業年度の中間会計期間（平成１８

年４月１日から平成１８年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中

間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任

は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、藤和不動産株式会社の平成１８年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成１８

年４月１日から平成１８年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

追記情報 

（中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更）に記載されているとおり、会社は、当中間会計期間から仲

介・販売代理に関する収益計上基準を対象不動産の売買契約時に収益を計上する方法から、引渡しが完了した時に収益

を計上する方法に変更している。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

（注）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。 



独立監査人の中間監査報告書

藤和不動産株式会社      

取締役会 御中  

    平成１９年１２月１３日    

  東陽監査法人  

 
指定社員
業務執行社員

  公認会計士 吉田 正史  印 

 
指定社員
業務執行社員

  公認会計士 浅山 英夫  印 

 当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れている藤和不動産株式会社の平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日までの第５３期事業年度の中間会計期間

（平成１９年４月１日から平成１９年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計

算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査

法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、藤和不動産株式会社の平成１９年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成１９

年４月１日から平成１９年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

（注）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。 
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